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L背 骨なきGATT

内側に向か っては,国 家 として編成 されねばならない市民社会は
,外 側に向

か っては,国 民性 としておのれ を認めさせ よ うとす る
。互いに矛盾す る多様 な

私的利害の中の特定 の私的利害 に普遍性の形式を付与す ることに よ
って成立す

る共 同的利害は,対 外的には国益 とい う姿を とって現われ る
。それが世界経済

において国家主義の激突を生む。 国家間の利害 の相克はその裏面では
,種 々の

条約の締結へ と諸国を導 く。 多様 な形態の二国間通商条約の網の 目が張 り巡 ら

*本 稿は,1988年6月25日 に行 った神奈川大学経済貿易研究所公開講演会(主 催神

奈川大学繍 賜 研究所)で 傭 灘 もとにまとめた ものである
.資 料に関して壱まs

大蔵省関税局国際第一課の鶴巻嘉一氏にお世話になった。記して感謝申し上げたい。

なお本稿のすべての責任は私自身にあることを確言してお く。
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された世 界経済に,そ れ全体 を統括す る協定 ・ルールが策定された ことが・戦

後世界経済の新局面 の一つである。IMF協 定 とGATTを その代表 として挙

げる ことがで きる。

戦間期において も,国 際連盟は国際協力を促進す るための基盤を提供し よう

とした。 が,そ の意 図を実現す るための国際的フレーム ワークを確立する こと

はできなか った。 その下で多 くの会議がなされた。 だがそ こでは,無 差別主義

と自由貿易の有益性 が儀式的に主張 されたにす ぎず・30年 代 の不況 と戦争へ と

世界を導いた貿易障壁 と差別措置を打ち壊す ことはで きなかった。それに比 し,

IMF.GATT体 制 と称せ られる戦後世界経済 は,表1・ 表2に 示 され るよう

に,生 産の成長率を上回 る輸出の成長率を実現 した。貿易主導型成長 と言われ

表1世 界の商品貿易と生産の成長率(年 平均数量変化率)

1963-7311973-83119801981198219831984
輸 出

全 商 品 9 3 % 1 一3 3 9

農 産 物 4 3 7 4 一1 1 7

鉱 物Q 7}6 一2 一6% 一10 一6 一 ヱ 3

製 造 品 11苑 4% 5 4 一2 5 12

生 産

全 商 品 s 2 % 1 一2 2 5}玄

農 業 2% 2 0 4 2% 0 5

鉱 業 5蒐 7L
一2 一2 一7% 一1}6 2

製 造 業 7% 2% % % 一・2 3}砦 7}壱

(注)d燃 料 と非 鉄 金 属 を 含 む 。

(出 所)GATT,Internation¢1Tr¢de1984/85・
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(注)数 値 は16力 国(オ ー ス ト ラ リ ア,オxト リ ア,ベ ル ギ ー,カ ナ タ,ア ン マ ー ク,フ ィ ソ フ

ン ド,フ ラ ン ス,ド イ ツ,イ タ リ ア,日 本,オ ラ ソ グ,ノ ル ウ ェ ー ・ ス ウ ェ ー デ ン ・ ス イ ス ・

イ ギ リ ス,ア メ リ カ)の 年 平 均 成 長 率 の 算 術 平 均 を 示 す 。

(出 所)A.Maddison,PhasesOfCapitalistDevelopment,Oxford・OxfordUniversityP「ess,

X9$7,Table3.2,Table3.7.
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る所以であ る。70年 代後半以降,成 長 の エ ン ジ ン と して の貿易の力は著 し く

弱 まったがa30年 代 とは異な り,世 界経済 の統一性 は維持 されてい る。戦間期

がf地 球上 の領土的分割 とそれをベースにしたブ ロック経済 の形成へ と先進諸

国を導いてゆ く帝国主義段階であ ったのに対 して,戦 後は段階 としての帝国主

義 が終焉 した時期であ るとい う歴 史段階の決定的相違を無視 して,未 曽有の不

況か ら再度の世界戦争への突入 と高度成長の実現 とい う二つの時期の正反対の

帰結を・国際連盟 とIMF・GATTの 世界経済を統御す る力能の相違 に帰す こ

とはできない。 しか しIMFとGATTは 戦後世界経済 の成長 と安定に対 して

何事かをなしえた ことは疑いない。 だが,そ れは 自由貿易を全世界へ布教 して

ゆ くことでは決してなか った。 そ うでなか った ことの証左には事欠かない。悲

しむべ きことに・IMF協 定には,国 際機関を介した公的資金の供与ではな く,

その枠外で双務的な援助 とい う形で ドルを供与 する ことに よって世界経済を再

編する とい うアメ リカの利害が,既 に織 り込みずみであ った。 不名誉な ことに,

GATTは 諸国の利害が錯綜す る領域をすべ て原則の例外 とし,自 らの手で 自
(1)

分を 「法律の迷 路」(正egalmage)に して しまった。IMF協 定 とGATTに おい

てs低 開発国の権利が付随的な位置づけ しか与え られていないのに対抗 して
,

果敢に もUNCTADの 採 った戦略は,自 由貿易の実現を 阻んでい る障害を取

り除いてゆ くことではな く,低 開発国の経済発展に資す るべ く,自 由貿 易に対

する新た な麗乱要因を世界経済に創 り出してゆ くことであ った。 その際,低 開

発国が特に狙 いをつけたのは,一 次産品市場の カルテル化 と一般的特恵制度の

創設 である。

以上の ことか ら・一般になされている ように,IMFとGATTを 「先進 国

本位の制度」 と位置づける ことは正 しい。 また 「自由貿易の神話」を暴 き,「自

由貿易は原則ではな く便宜 である」 と主張す ることも,的 はずれな ことではな
(2}

い。だが 「先進国本位の制度」,「自由貿易の神話」 とい う共通項を摘 出す るだ

けに留まるならば,IMFとGATTの 差異 と特徴を捉える ことはできない。

差異 と特徴を捉え るとい って もfIMFが 固定相場制に基 づ く統一的為替制度

の維持を基本任務 とし,GATTが 貿易障壁を軽減 し,差 別待遇 を除去 し
s世
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界的 レヴ ェルで の 資源 の効率 的 利用 を 実現す る ことを 目的 としてい る ことか ら,

自由貿 易 を維持 し,多 角主 義 を支x..る にお い て,両 者 は相 補関 係 にあ る とい う

程 度 の理 解 に終わ るので は,何 に もな らな い。捉 え るべ き差異 と特 徴 とは,両

者の 引 き受け る役 割 の違 い 以上 の ことで あ る。

IMFとGATTは と もに英 米 の協調 と対 立,妥 協 と決 裂 の中か ら生 まれ た。

だ が成 立 の過 程,国 際 法 として の性 格,成 立後 の歩み とい うす べ て の点で,両 者

は極 め て対 照 的 であ る。 それ ぞれ 自国 の利害 を 整合 的 に体現 した ホ ワイ ト案 と

ケ インズ案 の 角逐 の末,後 者 を ベー スに して成 立 したIMFは ・ 固定 相場制 の

繍 を第 一 の 目的 としてお り,旧IMF協 定 は ・そ の ため の灘 巌 務 と禁 止

の規 定 に よ っ て 満 た さ れ て い る。 そ してIMFは ・ 固定 相場 制 とい う原 則を

破壊 す る困難 に,様 々 の国 際通貨協 力を も って立ち 向か った。 だ が それ に もか

かわ らず,1971年,ア メ リカの金 ・ ドル交換 義 務 の放棄 に よって潰 え て し まっ

た。 これ に対 してGATTは,国 際貿 易機 構(lnternati・nalTradeO「ganization=

ITO)が 成 立す るまで の過渡 的協定 にす ぎな か った が,国 際 貿 易機 構 が流 産 し

たた め,自 由貿 易 と多角 主義 の守護 神 の地 位丁,rt__.,図らず も就 くことに な った。

その後GATTは 関税 引 き下 げを 進 め る反面 で ・GATT原 則 に反 す る問題 に

武 器 を もって立 ち 向か うの では な く,突 き付 け られ た難 問 を次 々 と外 に放 り出

し,世 界 貿易 に おい てGATT原 則 の 及ぶ 範 囲を 自ら狭 めな が ら存 続 し て きた。

だ がパ ラ ドキシ カル な こ とに,多 角 主義 を維 持す る力 が 弱 くな る の に 比 例 し

て,GATTは,多 角 的 貿易 交渉 の歴 史 に示 され る よ うに・増 々大 きな役 割を 担わ

され る よ うrrな って きてい る。40年 セこ及ぶ活 動 の 中で ・GATTは これ まで7

度 の多 角 的貿 易交 渉 を行 って きた。 主要 な交 渉 内容 は,ケ ネ デ ィ ・ラ ウソ ドま

では 関税 引 き下 げ であ った が,ケ ネ デ ィ ・ラ ウン ドでは それ と並 ん で非 関税措

置 が部 分 的に取 り上げ られ,東 京 ラ ウン ドでは非 関税 措置 が議 論 の 中心 とな っ

た。 そ して現在 進 行 中 の ウル グア イ ・ラ ウン ドに おい ては,従 来 の交渉 分野 に

知 的所有 権f貿 易関 連投 資措置,サ ー ビス貿 易 が新 た)'YYL加x.られ,合 計15の 交渉

分野 が設 定 され てい る(表3)。GATTの 弱体 化 とそ こでの交 渉 の活 発 化 とそ

の内容 の多様 化 とい うコソ トラス トを み てい る と,「 や っつ け仕 事 ほ ど長持 ち
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表3新 ラウ ン ド15交渉分野

交 渉 項 司 交 渉 目 的 【

関 税 O関 税の軽減および撤廃

O関 税譲許の範囲の拡大

}
i

非関税措置1・ 数量制限を含む非関税措置の轍 ・竸

y品1。 熱継 品に文搦 関税および夢闘 措置の轍 轍 廃

天然資源産品 ○天然資源産品貿易の最大限の自由化の達成

o天 然資源産品に対する関税 ・非関税措置の軽減 ・撤廃

繊 維 o繊 維貿易をガ ヅトに究極的に統 合し,一 層の貿易自由化を推

進す るための方策の確立

農 業 O輸 入障壁の低減に よる市場アクセスの改善

o貿 易に影響のある補助金に対する規制の拡充

O動 植物検疫な どの規制および障壁の軽減

ガ ッ ト条項1。 現行ガ ット徹 の賄 し と改正

セーフガー ド1。 セーフガー ドに関す るルールの綻 と包括的な合意作 り

MTN(`7ル テ ィ

ラ テ ラル ・ トレー

ド ・ネ ゴ シ エ ー シ

ョソ)諸 協 定

o東 京 ラウン ド交渉時に策定 された協定類の改善,明 確化,拡

大

補助金 ・相殺措置 O補 助金 ・相殺措置にかかわるガ ヅ ト規定お よび補助金 ・相殺

措置協定の見直し

紛争姻i。 ガットでの紛争羅 の規則および手続きの鰭 強 化

知的所有権 O知 的所有権の保護のためのガ ッ ト規定の明確化および新たな

規則 ・規律の作成

貿易関連投資措置 O投 資措置の貿易制限的効果 とガ ット条文 との関連の検討

O投 資措 置が貿易に及ぼす悪影響を回避す るための新たなル._..

ルの策定

ガ ヅ ト体制の機能 o貿 易政策などに関す る監視機能の強化

Oガ ット運営への閣僚の参加

o通 貨 ・金融に関す る国際機関な どとの関係強化

サ ー ビス貿易 oサ ー ビス貿易拡大のための原則およびルールの多角的枠組み

の構築

(出所)r朝 日新 聞』1988年9月16目 。
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(31

す る」(ガー ドナー)と い う文句以上に,GATTを 語 るのに至当な言葉はない

と言 ってよい。だがそれで済 ますわけにはゆ くまい。首尾一貫した構成 を もっ

た旧IMF協 定 が潰 えたのに対 し,「 や っつけ仕事」た るGATTが 今 日まで

存続 してお り,そ してそれだげで な く,GATT原 則 と世界貿易の現実 とのギ

ャップが 日一 日と大 き くな り,GATTの 存在意義そのものが疑わ し くな って

いるに もかかわ らず,商 品貿易以外の領域に もGATTの 支配を及ぼす動 きが

見 られ る。何故か。それは 自由貿易の拡大につながるのか。

この問いに対 して よくなされ る解答は,IMFと 対 照的なGATTの 展開は

GATT成 功の証左であ り,成 功の鍵鍮は運用 の弾力性にある,と い うもので

ある。だが こ うい うモチー フで描かれ るGATT像 はあま りに も淡白 とい うも

のだ。GATTの 下 で多角的貿易交渉が活発に行われ て い るのは事実であ る。

しか しこの事実を もってGATTの 成功 とい うのは早計である。交渉の成果は

GATT原 則に よって もた らされた ものか。交渉を重 ね る度に來雑物が取 り除

かれ,GATT原 則は強化されているのか。運用の弾力性 とは,む しろGATT

原則が侵害 され てい ることの裏返 しであ り,GATTが 自由貿易 の 「空虚な主

体」にす ぎない ことを示 しているのではないか。

先の解答は,GATTを 深部か ら捉}た うえ でなされた ものではない。 深部

か らとい うのは,世 界経済 の構造 とい う土台 との関係で,と い うことである。

それは 「先進国本位の制度」,「自由貿易の神話」 とい うあ りきた りのGATT

理解について も同様である。IMFとGATTは 戦後の 国際経済秩序を維持す

るための上部構造であ る。両者は世界経済の構造 とい う土台から生み出され,

それを反映 してい る。だが,同 じ土台か ら生み 出された上部構造であ りながら,

IMFとGATTの 間には,あ らゆる点において以上 で述べた差異がある。 旧

IMFが 潰えた のに対 してsGATTは 存続 しているだけでな く,依 然 として,

世界貿易を律す る最高のルールの地位にある。 この際立 った相違は・IMFと

GATTは 異なる位相 で世界経済の構造を捉えてお り,両 者はそれぞれが捉え

た構造の論理に法の衣を着せた ものであることを示 してい る。 ともに世界経済

の構造が創 り出した ものであ りなが ら,法 の衣 を一枚め くってみるな らば,両
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者の全 く違 った 肉体 が現れ て くる。IMFとGATTの 間のあらゆる点での相

違は・両者の肉体 の違 いである。だが,IMFと 対照的なGATTの 展開は,IMF

に比 しGATTの 骨格が相当の重量 に も耐 え うるほ どの強靱さを もっているこ

との証しではない。 逆 である。GATTの 骨格は背骨を欠いてい るのである。

そ うであ るが故に,GATTは 現実が どの よ うな形を とろ うとも,そ れに収 ま

りうる。そ し て また,そ れ故に,現 実を 自らの原則に従 って統御 しax..ない の

であ る。 それをGATTの 柔構造 と言 うべ きではない。世界経済の構造 との関

連でGATTを 捉え る視角を もたないが故に,こ んな甘い理解が出て来 るので

ある。世界経済を統御 し うるには,国 際法はまず 自らが堅固な骨格を備 えねば

な らない。 しか しGATTは その中軸 を 欠 いてい るのである。「背骨な きGA

TT」,そ う,GATTに は この言葉が相応 しい。 私は,GATT成 立の経緯,

GATTの 構造 とその活動を材料に し,IMFと の差異を際立たせ る画法を用い

て,「 背骨なきGATT」 の肉体 を描 きたい と思 う。

2.GATTの 成立 多角主義破綻の裏面

戦後世界経済の基本構造の形成におい て主役 を演 じたのは,言 うまで もな く

英米両国である。30年 代 の差別的貿易政策の横 行とプロヅク経済の形成が,世

界を再度 の戦争へ と導いた ことの反省か ら,両 国は世界市場の統0の 回復 とい

う共同的利害に立つ ことができた。その限 りで両国の協力は実現 しえた。 だが

ア メ リカとイギ リスの置かれた正反対 の経済状態は,多 角主義実現の道を巡 っ

て,両 国を激 しい対立へ と導いた。戦後,国 際収支難に陥るこ とが明 らかな イ

ギ リスに とっては,英 連邦特恵制度 とスター リング ・ブRッ クを維持し,差 別

政策 を続け ることは,国 際収支 の擁護 と経済の再建のためには不可欠であ り,

多角体制の構築は,債 権国ア メ リカが どこまでそのための負担を引き受け るか

にかか っていた。そ もそ も多角主義は世界経済 の安定すなわち イギ リスの再建

を前提 として成 り立つ のであ り,そ のための費用を アメ リカが高率関税 の引 き

下げ と金融的援助 とい う形で負担す ることが,多 角主義実現 の道だ,と い うわ

けである。 これに対 して,既 に戦時 中か ら過剰生産の兆しがみ}て お り,海 外
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の市場開放が急務 とな っていた ア メリカは,ス ター リソグ ・ブロックと英連邦

特恵制度 とい う多角主義に反す る要素で固め られ てい るイギ リスが,そ れを解

除す ることこそ多角体制を築 く条件だ とい う立場を譲 ることはできない。

大西洋憲章が発表 された1941年8月 か ら,ト ルーマン大統領が国際貿易機構

憲章 の議会に よる承認を得 ることを断念 した1950年12月 までの時期は,英 米両

国に よって多角主義が構想 され,そ れを実現す るための機構 と協定 が実際に創

られ,さ らにそれ らの機構 と協定 の力だけでは決 して多角主義を実現 しえない

ことを思い知 らされた時期であ る。多角体制を築 き上げ るためには,債 権 国 と

債務 国の調整をサ ポー トす るための制度がs金 融面 と通商面 の両面か ら固め ら

れねばな らない。 国際収支の不均衡が生 じた とき,赤 字国は 国内的調整手段を

採 らねぽならないが,そ の負担 を軽減す るためには,国 際金融機関か らの金融的

援助が不可欠 である。だが 国際通商が制限的であるならば,金 融面か らの支援

も効果をあげる ことはできない。 金融的支援が有効に働 くためには,黒 字 国は

輸入障壁を低減せねばならず,赤 字国 も差別的手段に訴え ることをしてはな ら

ない。貿易障壁の軽減は金融協 力 と並んで多角主義実現の支柱であ る。 この支

柱 とな るべ く構想された のが,国 際通貨基金 と国際貿易機構 である。 だが この

二つ の支柱は多角体制を支え るための物質的基盤を欠いていた。 国際通貨基金

と世界銀行の活動は,ト ルーマソ ・ドク トリソ とマーシ ャル ・プラソに取って

替わ られ,ブ レ トソ ・ウッズ機関を通 じた公的資金の供与に よって世界的規模

での多角主義を実現す るとい う目標は,欧 州地域の復興 と統合そして軍事網の

形成へ と変質 した。 また 英米金融 協定(1947年)に よる対英借款 と引 きかえに

1年 後に実行 された ポソ ドの交換 性回復は,英 国経済の弱体化を表面化させ る

だげで,ア メ リカの援助額に比べれぽ余 りに も少ない37億5000万 ドルの費用に

よっては,差 別的通貨措置を解除 しえない ことを明 らかに した。 だが戦後過渡

期におけ る多角主義 の破綻 とい う刻 印を最 も強烈に身に帯びて い るのは,GA

TT成 立の裏面におけ る国際貿易機構の流産 である。1945年,ア メ リカの立案

した 「世界貿易 と雇用 の拡大 のための提案」 が イギ リスの全 面的同意を得て成

立す ることに よって,国 際通商におけ る協力機 関 として国際貿易機構を設立す
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る こ と が 議題 に登 っ た。 そ の 後,英 米 の対立 を中心 に 各 国 の利 害 が 錯綜す る

中 で・ ・ン ドソ(1946年1・ 月15日一 ・・月26日),ジ ュネー ブ(・947年4月 、。日_、。

月30日)・ ハバ ナ(1947年11月21日 一48年3月24日)と 会 議 を重 ね
,1948年 国際貿

易機 構憲i章が成 立 した。 国際 貿易 機i構憲 章 は9章106条 の本文 と本文 の注釈 を

示 した附 属書(A-P項)か ら成 る浩翰 な もので あ る。 国際貿 易機 構 憲 章が これ

ほ ど大 部 な ものに な った こ と 自体,そ れ が諸 国 のい か に複雑 に 絡み 合 った 利害

の産 物 であ るか を物 語 って い る。 国際 貿易機 構 憲章 は,第 一 に,国 際通 商上 の

障壁 と差別 待遇 の除去 だ け でな く,完 全雇 用 の実現,経 済 開発 ・復興,制 限 的

商 慣 習 の防止,国 際 商 品協定 の締結 のため の基 準 とな る原則 を定 め
,第 二 に,

これ らの 措置 の実 現 を確 実 な ものに し,国 際貿 易 に関す る諸 問題 を取 り扱 う国

際 貿 易機 構の設 立 とそ の構 成 につ い て規 定 してい る。 この国 際機 構憲 章 には 参

加56か 国 の うちrア ルゼ ンチ ン,ポ ー ラン ド,ト ル コを除 く53か 国が 署名 した
。

それ が発 効す るため に は署 名 国 の過 半 数 の批准 が必要 だ が,そ れ を 批准 した の

は リベ リア とオー ス トラ リアのみ で あ り(オ ース トラ リアは アメリカの批准を条件

としてそれを批准した)・ そ の推進 国 た る英 米に よ っ て す ら 批准 は 得 られ ず
,国

際貿 易機 構 は流 産 した。 ガー ドナ ー の記 念碑 的 著作 が,英 米 が融通 の きか ない

主張 の 空中 戦 を繰 り返す 中でi多 角主 義 が一 つ.._..つ破綻 しf国 際貿 易機 構 の流

産 とい うクラ イマ ックスへ と至 る過 程 をchronologica1に 辿 る労 を 省い て くれ

る。 こ こでは 国際貿 易機 構 を死 滅 させ た,戦 後 の 国際 通商 の構 図を巡 る英米 の

基 本 的対立 点 を確 認 してお こ う。

英 米両 国 が相互i援助 協 定(1942年)を 承 認 した こ とは,大 西洋憲 章(1941年)

の贈 こ続く,多 角蟻 類 の 「鞭 繍 二歩肋 前晶 であった.と りわけ

戦後の通商政策 について次の よ うに述べた相互援助協定第7条 は 「経済面にお
(51

け る戦後計画の基本的かつ法的骨格」 を形成す るものであった。

「その 目的は・ 第一に適切な対外 ・国内手段に よ り生産 ・雇用
,財 貨 の交流

な らびに消費を拡大す ることで,こ れはすべての諸国民の 自由 と福祉の重要な

基盤 となるものである。第二にその 目的は国際貿易上のあらゆる差別待遇措置

を撤廃 し,関 税その他の貿易障壁を低減す ることであ る。」
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この第7条 では多角的貿易体制を実現す るために負 うべ き義務 として,生 産

と雇用の拡大,差 別的措置の撤廃,関 税その他の貿易障壁 の低減が並記されて

いるが,こ れ らの義務は相互依存関係にあ る。す なわち差別的措置の撤廃は無

条件に行われ るのではな く,生 産 と雇用を拡大 し不況を克服す る措置の実行並
{s)

びに関税 の引き下げ と平行して行われ るのであ る。従 って一方が不況の克服 と

関税 の引き下げに失敗す るな らば,他 方は差別待遇の維持を免責 され るのであ

る。 これ らの義務は相互1ir代償を要求す るものであるため,こ れ 以降英米は,

多角主義を実現す るために負わねぽな らない負担を,ど ちらの国が,ど のよ う

な形で,ど れだけ引き受け るかを巡 って抗争へ入 ってゆ く。両国は相互援助協

定第7条 を承認 したに もかかわ らず,否,承 認したが故に,国 際貿易機構 の設

立において も,第7条 に盛 られた義務 のすぺ てを巡 って最後 まで対立 したので

ある。英米の協 力,対 立s妥 協の種 々相を(1)特恵 と関税 の問題 ②雇用の問題s

(3)数量制限の問題についてみてゆ こ う。

両 国の対立の最大 の焦点になったのは、,英連邦特恵制度 である。特恵関税の

全面的な廃止 こそ アメ リカの 目指す ところだが,そ のためのア メリカの交渉材

料が高率関税の引き下げに よる 自国市場 の開放 である。だがルーズヴ ェル ト政

府は,互 恵通商協定法に よって与えられた貿易交渉 の権限を,選 択的関税引き

下げ以上に用い よ うとは、しなか った。 これに対 してイギ リスはsア メ リカの一

括 ・全面 ・大幅関税 引き下げ とい う代償 と引きかえに特恵関税を廃止す るとい

う立場を譲らなか った。 イギ リスの頑強な抵抗に遭い,ア メ リカは従来の関税

引き下げ方式に代わ って,二 国間交渉を同時に行い,そ れに よって得 られた成

果を無条件最恵国待遇 に よって一般化す る とい う 「多角的二国間」交渉方式

一 一これ が後にGATTIyL .おける関税 引き下げ交渉の原型 となる一 を とるこ

とを決めた。 さらにジ ュネーブ交渉におい てア メ リカは,広 範囲の輸入品につ

いて,与 え られた権限の最高限度である50パ ーセソ トの関税引 き下げ を提案 し

たが,イ ギ リスの提案は既存の特恵関税 の引き下げに留 ま り,全 面的撤廃が提

案されたのは鮭 とオー トバ イの二 品 目にす ぎず,ア メ リカを満足 させ るもので

はなかっ廻.鄭 はそれぞれ糖 関税の廃止と解 関税の引き下げという大き
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い交渉材料を もっている ことを考えるな らぽ,両 国の交渉には妥協 の余地は十

分にあ った。 だが アメ リカは無差別原則を強要 し,イ ギ リスは英連邦特恵制度

の重要性 と必要性を繰 り返すだけ で,特 恵 と関税を巡 る両国のrequestとoffer

の隔た りが埋められ ることはなか った。

雇用 と貿易は不可分に結びつ いている。雇用を経済済則に委ね るのではな く,

人為的手段 に よって完全雇用を維持す ることが,体 制安定 のための第一の政策

目標になって以来,雇 用の拡大は 自由貿易の結果 と位置づけられ るだけでな く,

雇用 の安定が貿易 自由化 の前提条件 となった。 ア メ リカは完全雇用の維持が他

国に対す る義務 として課 され ることを極力回避 しよ うとした。 しか し,国 際貿

易機構憲章の雇用条項には,ア メ リカに一方的に負担を負わせ る内容が多 く盛

り込 まれた。 憲章は,完 全雇用 の維持は国内問題 であ るだけでな く,憲 章 の 目

的を達成す るための必要条件 であ ることを宣揚す る(第2条1)。 続いてs加 盟

国の国内雇用政策は他国の国際収支を困難 に陥れ る ものであっては ならない こ

と(第3条2)・ そして加盟国の国際収支 の持続的不均衡(ア メリカの黒字)の た

めに,他 の加盟国(イ ギリス)が,貿 易制限に訴える ことな しには,雇 用を維持

す ることをなしえない場合には,不 均衡 の原 因 となってい る国は,こ の状態を

是正す るための十分 な措置を採 らねばな らない ことが定め られ(第4条1),債

権 国ア メリカの世界経済 に対す る責任が明確に打ち立 てられた。反面,第6条

では,「国際貿易機構は,海 外か らの インフレあ るいはデ フレ圧力に対 して 自国

経済 を守 るために,加 盟国が,憲 章 の規定に定められ た範囲内での措置を採 ら

ねばな らない ことの必要性に対 して考慮を払 うものであ る。 デ フレ圧 力の場合

には,他 国の有効需要 の重大 なあるいは急激な減少が,す べ ての加盟国に及ぼ

す影響に対 して,特 別 な考慮がなされねばな らない」 と謳われ,ア メ リカが不

況に陥 った場合には,他 の加盟国は憲章の規定の範囲内で不況の波及を防 ぐた

めの措置を採 ることを容認されたのである。雇用条項におけ る以上の非対称性

は,憲 章に対す るア メ リカビジネス界 の拒否反応を呼ぶ大 きな一因 とな った。

数量制限の問題について も両国は激し く対立 した。 数量制限の一般的廃止 と

い う原則(第20条)と 「対外準備を維持し,国 際収支を擁護す るために,数 量
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制限を行 うことがで きる」 とい う例外条項(第21条2)に つ い て は合意が得 ら

れた。 しか し,ま ず,数 量制限を容認す る場合 の国際収支難の基準を巡 って,

両国は対立 した。交渉の結果 「加盟国は,外 貨準備の重大な減少 とい う切迫 し

た脅威に対処す るのに必要な範囲において,ま た極めて少ない外貨準備を適切

に増大 させ るのに必要な範囲において,輸 入制限を設け,維 持 し,強 化す るこ

とができる」(第21条3)と い う規定に落ち着いた。 この規定は 「国際収支 の赤

字を改善す る手段 として数量制限を認める」 とい うア メ リカの立場 とは異な り,

国際収支が現実に赤字になる以前に数量制限を行 うことを許 してお り,ア メ リ

カが不況に陥 った場合,そ の波及を防 ぐために,イ ギ リスが保護措置を採 るこ

とを容易にす るものであ った。数 量制限に関す るも う一つ の対立点は,制 限を

行 う場合 の差別措置についてであ る。 ア メ リカは無差別原則の貫徹 を主張 し,

イギ リスはその緩和を要 求した。 国際貿易rte'構憲章においては,第22条 が 「数

量制限の無差別的実施」 に当てられ,第23条 で 「無差別原則の例外」 について

述べ られている。第21条 に基づいて数量制限を行 っている国はf為 替管理に よ

って無差別原則か ら離脱す ることができる。 しか しf外 貨準備 の状態に関す る

第21条 の規定 自体,差 別措置を採 りうる場合 の客観的基準 とな ることはで きず,

差別措置をi採るか否かは,国 際貿易機構 との協議を経た うえで,各 国の意思に

委ね られた。 また戦後過渡期に限 って差別措置を実施す る ことが許容 されたが,

肝心の戦後過渡期についての明確な規定を与えることはできなか った◎

国際貿易機構憲章は以上の対立 と妥協をすべ て網羅す ることに よって,諸 国

の利害の調整を図ろ うとした。つ ま り国際貿易機構憲章はあま りに も現実的で

あ りす ぎた。そのため)y憲 章は,そ の推進国た る英米に よっても支}き れない

ほ どの原則 と例外の重荷を背負い込む ことにな り,自 らの重み で潰}た のであ

る。英米の憲章に対する態度は どの ようなものであ ったか。厳密な意味での多

角主義か ら大 き く後退する多 くの例外規定を含んでいるに もかかわ らず,イ ギ

リスが国際貿易機構憲章を拒否 したのは,そ れが窮極的には,イ ギ リス経済 の

再建のために不可欠な差別的措置を廃止 または緩和す る ことを 目指す ものであ

ったからである。 またア メ リカ ・フ ィリピン間に特恵的貿易協定が結ばれた こ
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とはiイ ギ リスの態度を硬化させ,英 連邦特恵制度の存続を正当化す る根拠を

与え るものであった。 そして1948年 の不況 も特恵 の必要性を主張す る世 論の力

を増幅した。

国際貿易機構を死へ追い込んだ も う一つの大 きな原因は,ア メ リカビジネス

界か らの批判である。ア メ リカにおいては,国 際貿易機構憲章は,完 全 な 自由貿

易を 目指す 「完全主義者」と保護を求める 「保護主義者」とい う立場 を異にす る
(g}

二つの グループか ら狭撃を受けた。 完全主義者は,為 替管理 と数量制限に よっ

ては経済的困難を救 うことはできず,調 整を進めるためには,通 貨の交換性回

復 と自由貿易の実現が不可欠 である とい う立場に立つ。 彼 らは憲章の原則にで

はな く,数 量制限 と差別措置を許す,あ ま りに も多い例外規定 とescapeclauseの

ためにその原則が実施され ない,言 い換}れ ぽ,憲 章は十分に国際的でない点

に反対 したのであ る。完全主義者の憲章に対する不信感を とりわけ煽 ったのは,

雇用条項における義務免除規定(第21条4(b))で ある。 そ こでは,r完 全雇用を

維持 し,経 済発展を促進す るとい う義務を遂行す る方向へ と国内政策 の舵を取

った結果 として,輸 入欄限の実施を正 当化す るほ ど外貨準備 に対す る圧 力が生

じる場合には,ど の加盟国もそれが実施 している輸入制限の撤廃または修正を

要 求され るものではない」 と述べ られ てお り,そ の よ うな場合に輸 入制限を行

ってもよい理由 とし℃ 「完全雇用 と経済発展 を実現 す る と い う国内政策を変

更す るな らぽ,輸 入制限は不必要になるか らである」 とい うことを挙げてい る。

この規定は,輸 入制限を無制限に続け る抜け道 を与えるものであ る,と 完全主

義者は観 じた。 また,他 国には雇用維持の義務 を免責 してい る雇用条項 が,ア

メリカには雇用水準を維持す る責任を負わ していることを捉x,彼 らは,そ れ

は完全雇用 を実現す るために国家の経済への介入を招き,自 由企業体制を計画

経済体制へ と導 くものだ と批判 した。

さらT,rgL一連 の会議を通 じて,低 開発国の要求に よって挿 入された,国 際商品

協定,民 間投資,特 恵関税,数 量制限に関す る条項 も,国 際貿易機構憲章を拒

否す る理 由を与えた。 これ らの うち新 しい要因であ る前二者につい て説 明を加

え よ う。政府間商 品協定 に関す る諸規定は,協 定 の締結を一定の情況,す なわ
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ち一次産品の過剰 と一次産 品関連部門の失業が生 じてい るsあ るいは生 じるこ

とが予想 され,し か も政府の特別 の行動 こ頼 ることなしには,市 場 メカニズム

に よってそれを是正 し}な い場合に限定し(第62条),協 定を実施す る場合の公

平なルールを確立 し,も って,一 次産品の生産 と消費の均衡の回復,激 しい価

格変動の除去,天 然資源の開発等 の 目的(第57条)を 達成 す る ことを狙い とし

てい る。 この諸 規定に対 して完全主義者は,協 定は政府に よる生産 と貿易の制

限,価 格の規制に承認を与 えているとい う理由でyこ れに反対 した。 「民間の

カルテルは悪いが,政 府の カルテルは もっと悪い」 とい うわけであ る。 第12条

の 「経済発展 と再編のための国際投資」に関す る諸規定についても,完 全 主義

者は行動の 自由が束縛 され るこ とを怖れた。すなわち,「 加盟国は,将 来 の対

外投資を受け入れるか ど うか,そ して どの よ うな範囲で,ど の よ うな条件で受

け入れ るかを決定す る権利を有す る。 また加盟国は,現 存のお よび将来の対外

投資 の所有に関する必要事項,そ してその他適切 と考えられ る必要事項を定め,

これ を実行す る権利を有す る」 とい う第12条 は,投 資を許可す る受入国の 自由

をチ ェックす るものを何 ももたず,現 地政府に よる収用や差別措置に対す る十
(91

分 な保護 を 民 間投 資 に与 え てい な いyと 彼 らは批 判 した。

国際 貿易 機構 憲章 は,ア メ リカに おい ては 完 全主 義者 だ け でな く保 護 主i義者

を も敵 に 回す こ とに な った。 保 護 主rは 低 コス トの外 国 商 品が流 入す る こ と

の危 険 とい うお 決 ま りの主 張を繰 り返 した だけ で な く,憲 章 の広 く認 め られ て

い る不 利 益,す なわ ち ア メ リカは最 恵 国待 遇を すべ ての加 盟 国へ 拡大す るに も

か かわ らず,自 国Ty対 す る差別 を受 け 入れ ねば な らな い とい うそ の片務 的性 格,

政 府 の経済 へ の介 入 と計画 経済 の擁 護,escapeclauseに 訴 え うる他 国 の 自由を

強 調 した。 つ ま り保 護 主義 者 も完全 主 義者 と同 じ論拠 を用 い てs憲 章 に反対 す

る論 陣 を張 った の であ る。

本 来立 場 を異 にす る二つ の実業 家 グルー プが ともに 反対 したた め,結 局,ア

メ リカにお い て も国際 貿 易機構 憲 章 の批准 は得 られ なか った。 国際貿 易機 構憲

章 が ア メ リカにおい て受 けた この よ うな待遇 につ い て,W・DiebaldJr.は 次 の

よ うに述べ てい る。 「貿 易 障壁 の除 去 に伝統 的 に賛 成 し て い た グルー プが 国際
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貿 易機構 に反対 した とい う事 実 のた め に,輸 入 障壁 の 除 去に 反対す る グル ー プ

は,自 分 た ち の現実 の立場 を 鮮 明?,rYt...する こ とな しに,彼 ら と同 じ態 度 を とる こ

とが で き る よ うに な った。 そ の結 果,国 際 貿易 機構 に対 す る ビジ ネス界 の反対

は,現 実 にそ うであ る よ りも一 層 ま とま った ものに な って し ま った。 この よ う

な見 か け よ りも重 要 な ことは,そ の政 治的現 実 であ る。 す なわ ち ア メ リカの通

商政 策 の歴 史 にかつ て ない や り方 で,国 際貿 易機 構 は,保 護 主義 者 と完 全主 義
　

者 の両 方か らの こぎ りで挽 かれ たの で あ る。」

ところで,国 際貿 易機 構憲 章の起 草作業 の 過 程 で ア メ リカは,1945年f国 際

貿 易機 構 の設 立 と貿易 障 壁の 除去 とい う目的 を達 成 す るた めに は,関 税 の引 き

下げ と特 恵 関税 の 廃止 を実 施す る こ とが 望 ま しい と考 え,そ のた め の交渉 を行

うよ う呼 び かけ た。 ア メ リカの この提 唱 に応 じた23か 国に よ って,1947年,関 税

交渉 が行わ れ,世 界経 済 は関 税 引 き下 げ に 向け て ス ター トを切 った。 この 関税

交 渉 の結 果,す ぺ ての 加盟 国 に無 差別 に適 用 され る各国 ご と の関税 率表(関 税

譲許表)が 出来 上 が り,関 税交 渉 と貿易制 限撤廃 のた め の様 々 の 規定 が一 つ の

国際協 定 として ま とめ られ た。 この関税 譲 許表 と国際 協定 の両者 が 「関 税 と貿

易 に 関す る一般 協 定」 す なわ ちGATTで あ る。GATTは 関 税 につ い て規定 し

た 第一 部,貿 易 制 限の 撤廃 に つい て規 定 した 第二 部,手 続 に関す る第三 部 か ら成

るが,第 二 部 が広範 な 貿 易制 限 の除去 を義 務づ け てい る こ とがGATTの 発 効

を 妨 げ る こ とを懸 念 した諸 国(ア メリヵ,イ ギ リス,ヵ ナダ,オ ース トラ リァ,ベ ル

ギ..._.オラソダ,ル クセンブル ク)が,1947年10月30日,「 暫定適 用 に関 す る議 定

書」 を 作成 し,こ れ に基 づ い てGATTは1948年1月1日 か ら発 効 した。 この

「議定 書」 に よれ ば,加 盟 国は 第一・部 と第 三 部 につい ては,こ れ を 無条 件 に適

用 せね ぽ な らな いが,第 二 部に つ い ては,現 存 の 国内法 と矛盾 しない範 囲 内 で

これ を 実施す れ ぽ よい。 つ ま り加盟 国はGATT第 二部 に抵 触 す る,非 関税措

置 に関 す る国 内 法を 有す る場 合 には,GATTの 定 めた 義務 か ら 合 法的 に 離脱

で きるの であ る。 国 内法 のGATT第 二 部 に対す る優 先権 を祖 父 権(Grandfather

Clause)と い う。 祖 父権 は現 在 で も生 きてお り,GATTの 非 関税 措 置に 関す る

規定 は そ の ま まの形 では適 用 され ていな い。 す なわ ちGATTは それ 自体 とし
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て発効 した ことは決 してないのであ る。 この点に関 してその後の交渉 で行われ

た ことは,GATTそ の ものを発効 させ,国 際通商を統べ るGATTの 力を強

化す ることではな く,GATTと は別に非関税措置に関 す る新たな取極を策定

す ることであった。

商品貿易に関す る規定 しか含んでいない ことに も示 され るよ うに,GATTは

国際貿易機構憲章が成立す るまでの間,そ の 目的の一部を達成す るための暫定

協定 として締結 されたのだが,国 際貿易機構が流産 したため,そ れは国際通商

におけ る最高のルール とな るの であ る。 国際貿易機構憲章に承認を与 え な か

ったアメ リカに よるGATTの 受諾は,GATTが,上 院に提 出されねばな ら

ない 「条約」 ではな く,1934年 の互恵通商協定法の1945年 延長法に よって認め

られた 「行政協定」 である とい う理解に基 づい て可能 とな った ものであ る。 互

恵通商協定法に よって,議 会は大統領に,特 定の制定法上の制約の下に関税 の

相互 引き下げを図 る国際協定を締結し,議 会に諮 ることなしに これ らの協定 を

実施 す る権限 を与 えた。 そ してGATTは,互 恵通商協定法 に基づいて議会
(11)

の承認を受けた大統 領の行政権に基づ く協定で あ ると解釈 され た の で あ る。

GATTが 広範な国際貿易機 構憲章の中 の第四章 「通商政策」 のみ を体現 した

ものであ るため,そ れは行政協定 の対象 とな りえ,議 会の不満に もかかわ らず,

大統領権限に基づいて,ア メ リカに よるGATTの 受諾が可能 とな ったのであ

る。GATTの 誕生は,世 界経済 の統___.とい う諸国の共同利害 の実現 である と

同時に,多 角主義破綻の裏面である。 国際貿易機構 とい う権力基盤を もつぺ く

してもちxず,多 角主義破綻の象徴で もあ るGATTが,自 由貿易を推 し進め

るフレームとな りえたのは,こ の共 同利害の故 である。 しか し同時に,世 界経

済は共同利害に国家 とい う自立化 した形態を与え るこ とは できない。そのため

にGATTは 多 くの不確i実性 を孕む ことにな ったのであ る。

3.GATTの 構 造

GATTは 、比較生産費説を理論的支柱 として い る。比較生産費説は,貿 易が

自由な競争市場で決定 され る価格を基準に して行動す る同質の私的経済主体に
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よって行われ るとき,そ の利益は最大 となるとい う世界を描 く
。 この理論に従

うな らば,貿 易を規制す る手段 も価格 メカニズ ムの延長上にあ る関税だけでな

ければ ならない。数量制限や政府介入は緊急措置であ る。そ して経済主体 の同

質性が維持 され るためには,貿 易を規制す る措 置はすべ ての国に無差別に適用

されねばならない。加盟国があ る国に対 してのみ規制措置を発動す るならば
,

その国の轍 は援用 国以外の第三国に轍 し,第 三国が過大な轍 圧力を受け
,

資源の国際的な最適配分が実現 され ないか らであ る。以上の原理に従 って構成

され ているGATTの 骨格を・関税 システ ムと非関税措置に分けてみてゆ こ う
。

3.1関 税システム

関税は貿易を規制す るための・GATTに おいて認 め られ た唯___.の合法的 な

手段である。GATTは 関税 と他の貿易障壁 の間 に 本質的な区別を設けてい る

が,そ こには関税が価格 メカニズムの延長上にある措置であるとい うことのほ

かに次の理 由があ る。第一一は,第 一 次大戦以前の 自由貿易の黄金時代には
,主

要な保護手段は関税 であったが・戦間期 には数量制限や為替管理等の障壁が乱

用 され・それが第二 次大戦の原 因にな った とい う対照的な歴史的事実が
,GA

TT起 草者の念頭 にあ った ことである。第二 に,廃 止を合意 しなが ら実際 には,

例えば国際収支難を理由に数 量制限を続け るとい う形で協定を尻抜けにす るこ

と(theemptyagreement)を 関税につ いてはや りに くい,言 い換えれば,関 税は

一旦合意 したならば
,そ の撤廃,引 き下げにおいて確実性を もつ とい うことが

挙げ られ る・第三に・関税は他の障壁は較べ,bargainabilityが 高い ことがある
。

つ ま り関税 については・互恵的交渉を通 じての軽減 可能性 が非関税障壁に比 し

ゆ
て格段に大 きいのであ る。

GATTは この ように関税に特別の地位を与えている
。に もかかわ らず,1948

年に発効 したGATTの オ リジナルな条文には,関 税 の 引 き下 げ とそ の た め

の交渉についての規定は存在 しない。 とい うのは
,そ もそ もGATTは 国際貿

易機構憲章が発効すればそれに吸収 され るはず の暫定的協定であ り
,関 税引ぎ

下げ交渉を主催す る権限 も国際貿易機構が もつ もの とされていたか らである
。
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ところが国際貿易機構憲章が成立しなかったため,1955年 の総会において,国

際貿易機構憲章第17条 に相当す るGATT第28条 の2「 関税交渉」が付け加え

られた。そ こでは,締 約国は関税が貿易の障害にな ることを認 め,「 関税その他

輸出入に関す る課徴金の一般的水準 の引 き下げ」を 目指す ことが謳われ てい る。

だが国際貿易機構憲章第17条 とGATT第28条 の2の 間には次の相違がある。

一つは,第17条 は 「加盟国はi他 の加盟国の要請がある ときは,国 際貿易機構

に よって定められた手続 き上の協定に従って,関 税 の一般的水準の実質的低減

と特恵の縮小のた め の相互的かつ互恵的交渉を行わ ね ば な らな い(shallenter

intoandcarryout)」 と述べ,加 盟国に関税交渉を行 うことを義務づ け てい るが,

第28条 の2は 「締約国は この よ うな 〔関税〕引き下げ交渉を随時主催す ること

ができる(maysp・ns。r)」,そ して多角的交渉の成功は 「相互間で行 う貿易が 自

国の対外貿易の相当部分を占め るすぺ ての締約国の参 加に依存す る」 と トーソ

ダウソしてい ることである。第二に,第17条 は選択的 ・品 目別交渉を行 うこと

を要求 してい るが,第28条 の2は それ と並 んで・「関係締約国が受諾す る多角的
　

手続」に よって交渉が行われ うることを定めてい る。品 目別交渉 とは異なる多

角的手続に よる関税 引き下げが試み られたのは,1947年 の第1回 の関税交渉か

らさらに二つ のラウソ ドの後に行われた ケネデ ィ ・ラウソ ドにおいてであ る。

非関税措置の撤廃に関す る広範な規定について祖父権が生 きてい るとい うこ

とはfGATTは 自由貿易に反す る措置をi禁止す るた め の 法体系では決 してな

い とい うことを意味す る。それは関税についても同様 であ る。す な わ ちGAT

Tは 新たな関税 の賦課 と関税水準の引き上げを禁止 す るた め の協定で は な く

_GATTに おいて関税 の新たな賦課 と引き上げが禁止 され ていない ことは・

第28条 「譲許表の修正」に よって支持され る一一,交 渉に よって関税 の引き下

げを促進す るための協定 なのである。言い換えれば,既 に固め られている国際

経済体制を守 るところYyt^ではな く,将 来に亘 って,関 税引き下げを通 じて,一

つの体制を固めてゆかねばならない ところにGATTの 役割があるのであ る。

GATTは 確実な現在 ではな く,不 確実な将来を 向いてい る。 この点にGATT

の最大の特徴がある。GATTの 性格が この ような ものであ るためf関 税の引
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き下げ を促進 す るため の様 々な手続 がGATTの 核 心 を構成 してお り
,GATT

の理 念 もそ こに 体現 され てい る。GATTに おけ る手 続 従 っ て 理念 の要石 は
,

原 則 とし て関 税 以外 のあ らゆ る貿易 制限 を 撤廃 し(関 税主義) ,「 相 互的 かつ 互

恵的 取極(Yrecipr・calandmutuallyadvantageousagreement)を 締 結す る こ とに よ
っ

て」(前 文)関 税 引 き下 げ を 実 現 し(互 恵主i義),そ れ を無 条件 最恵 国待遇(un-

c。nditionalm・stfaΨ・uarednati・ntreatment)に よって全 加盟 国 に 均露 す る
,と い う

点 に あ る。 無 条件 最 恵 国待 遇 とは,通 商 条 約に基 づ い て,あ る締 約 国が 第三 国

に与 え てい るか また は将来 与 え る最 も有 利 な待遇 は
,他 のすべ て の締約 国 に対

して,代 償 を 求め る こ とな く無条 件 で与 え られ ねぽ な らない とい う規定 であ り
,

これ を取 り入 れ た点 にGATTの 関 税 引 き下 げ 方 式 の 革新性 が あ る
。 従 来 の

「品 目別 国別 交渉」 に よる関 税 引 き下げ に おい ては
,ア メ リカ の互 恵通 商協 定

法 に基 づ く関税 引 き下 げに み られ る よ うに,条 件 付最 恵 国 待遇(c。nditi・nalm。st

favourednationtreatment)が 原 則 であ った。 す なわ ちA国 がB国 か ら得 た譲 許 と

引 きか えに与 え た譲 許は,C国 に無 条件 で適用 され るのでは な く
,C国 がA国

に それ と等 価 な譲 許を 与 え る限 りに おい て のみ適 用 され るの であ る
。 この条件

付最 恵 国待 遇 の原 則を 改 め,従 来 の二 国 間交 渉に よる関 税 引 き下げ に無 差 別 ・

多 角 主義 を全 面 的に 導入 した点 にGATT方 式 の革新 性 が存 在す る。 それ は最

蘭 解 の 「多角化」あ るいは 「多角的」品 目別 ・国別交勘 式 とい うことカミ

で きる。

互恵主義 と無条件最恵国待遇 の原則は,そ れに よる関税引き下げ の効果が最

も強 く発揮 され る,全 加盟国が一斉に参 加す る一般 関税交渉だけ でな く,再 交

渉 と加入関税交渉において も適用 され る。 再交渉 とは譲許 の変更を行 う場合の

関税交渉 であ る。 この交渉 では,譲 許 の修正を行 う国は,そ れ と見合 う他 の品

目の関税譲許を相手国に提供す ることに よって補償的調整を図 り,譲 許の一般

的水準 を維持す るように努めねぽならない。 また この交渉で関係締約国間に合

意が成立しなか った場合で も,譲 許の変更を行 うことができるが,そ のときに

はf相 手国は 「その措置 と実質的に等価値 の譲許 の撤 回を,行 うことがで きる」

(第28条3(a})。加 入関税交渉 とは新規GATT加 盟 国と既加盟 国 との間の交渉
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であ る。 この交渉 では新規加盟国には,1948年 以降 の関税譲許が締約国に よっ

て与}ら れ るとともに,新 規加盟国 も関税を引き下げねば ならない。新規加盟

国が計画経済 国の場合には,輸 入量が国家に よって統制 され ているため関税 引
ロヨ

き下げは意味を もたないので,輸 入増加を約束させ られ る。以上 のGATT関

税交渉を通 じて定め られた関税率を協定税率,協 定税率に基づいて課せ られ る

関税を協定関税 とい う。協定税率は それ 以下に引ぎ下げ ることはで きるが,た

とえ貿易保護効果を高め ることはな くとも,新 たな交渉な しにそれ以上に引き

上げ ることの許 されない最高税率であ る(第2条1)。

祖 父権 の存在に よって非関税措置を撤廃す る道が固 く鎖 され てお り,関 税の

軽減が締約国に よって敷かれ うる,自 由貿易へ至 る唯一の広い道 であるとい う

意味で,関 税 引き下げにおけ る互恵主義 と無条件最恵国待遇は・GATTの 手続

の中心であ るだけでな く,理 念その ものである。だが この理念の実現はそれほ

ど容易な ことではない。 まず互恵主義 と無条件最恵国待遇原則 との矛盾がある。

後者の原則は,二 国間交渉に よって合意 された最 も有利な関税率は,交 渉当事

国以外のすべての締約国に無差別に適用 され ることを保障している。 このため

締約国であれば,他 の締約国の関税 引き下げの恩恵を,そ の国に対 して代償的

関税 引き下げを実施 しな くとも得 ることができるのであ り,こ の限 りでは 「相

互的かつ互恵的な」関係は維持されない。

さ らに困難な問題は譲許 の等価性の基準である。相互性(recipr・city)はGA

TTの 重要な原則であ るに もかかわ らず,相 互性の定義は与え られ ていない。

譲許の等価性 の基準 として,まず,関 税率の引き下げ幅が考 えられ る。だが高関

税 国 と低関税 国とでは,同 じ10パ ーセソ トの 引き下げ といって もその価値 が全

く異な ることは言 うまで もない。そ こでGATTは,譲 許の価値を関税率の引き

下げ 幅だけで測 ることの低関税国への不利をな くすために一定の水準へ関税を

引き下げ る約束だけでな く,特 定 の水準以上に関税を引き上げない とい う約束

も関税譲許 の中に含め,さ らに 「低関税 または無税の据え置 きは,原 則 として,

高関税の引き下げ と等価値の譲許 とみなされ る」(第28条 の2,2)と 規定 してい

る。 この うち無税の据}置 きは 「ゼ ロ ・バ イソ ド」(zer・-bind),最高引 き上げ限
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度の約束は 「ア ップ ・パ イン ド」(up-band)と 呼ぽれている。GATTの 規定に

照 らすな らば,関 税譲許 とは これ らすぺてを含む のだが,関 税交渉において高

関税国は関税の大幅な引き下げ と交換に,低 関税国に現在 の関税を 引き上げな

い とい う約束以上の ことを要求す るのが常であ り,こ の原則は生か され ていな

いo

次に,関 税 引き下げ幅 と貿易額の両者に よって譲許の価値 を測定す ることが

考え られ る。 これは譲許品 目の基準年次におけ る貿易実績をバ ラソスさせ る方

法だが,こ れ とても必ず しも客観的な基 準 とはな りえない。関税引 き下げ幅は

まだ関税を引き下げ る余裕のある高関税国に有利な基準 であ り,貿 易実績は大

国であ りかつ 自由化を進めている国に有利な基準である。 この二つは,相 対的

に高関税で 自由化 の進 んだ大 国たるア メ リカに有利な基準 である。 また譲許品

目数 も譲許の価値の一つ の測定基準 と考え られ るが,同 じ譲許品 目で も,自 動

車やエ レク トロニクスの よ うな基軸財 と頑具の よ うなそ うでない財 とを同じ__..

品 目とカウン トす るのは合理的な ことではない。 そ して同 じ財 であ っても,各

国の経済発展 の水準に よって,そ の財の経済に占める意義は異 なるのであ り,

従 って,そ の財 の関税引 き下げ幅や貿易額を1対1で 国際比較す ることは適当

ではない。 さらに無条件最恵国待遇原則を通 じて無償 で得た 「間接的利益」 も

比較 の対象にされねばな らない。 これらの要素をすべ て考慮 して,関 税譲許の

大 きさを数量化 し うるとして も,し か しなが ら,次 の難点を回避す ることはで

きない。 それは,非 関税措 置の大きさを数量化す ることは困難 であ り,非 関税

措置の貿易制限効果 を相殺す る,い わば補償的関税 引き下げを関税 譲許の中に

取 り入れ ることはできない とい うことである。貿易障壁の中で関税は最 も確実

な手段だが,そ の譲許の大 きさ一つ を決定す るだけで も,以 上の よ うな不確実

性を もっていることを考え るならば,関 税交渉において譲許 の価値は,多 種多

様 な評価基準に基づいて総合的に判断 されている と単純に言 うことは できない。

む しろ様 々な基準 は,関 税交渉の担当者に よって,ど の よ うな譲許を与えるべ

きかを決定す るためではな く,国 民に対 して 自分の行為を正当化す るために用

いられ てい ると言 った方が よい。最大のbargainabilityを もつ点に関税の他の
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貿易障壁に対す る優位があ り,こ の特質の故にGATTは 関税に特別の地位を

与 えた。 しかしそのbargainabilityは,GATTの 拠 って立つ比較生産費説の

前提た る同質の経済主体間の交渉 とい う条件の下で,は じめて十全に発揮され

るものである。だが現実にそ うであ るよ うに,諸 国の経済構造や発展 水準が異

なれぽ,国 益 も異な り,そ れが関税譲許の価値の多様 な基準を生むのであ る。

関税禁止 の法体系ではな く,交 渉を通 じて関税を 引き下げるため の法体系で

あるとい うことが,GATTの 最大の特徴 であ った。 それは,言 い換えれぽf

GATTは 関税の水準に制限を設けていない ことを意味 す る。関税 の水準だけ

でな く,さ らにGATTは 一国の関税構造について も制限を課していない。 そ

のため輸入には関税を課すが,輸 出には関税を課 さないだけでな く,第16条 に合

致 した補助金が支給 され るとい う差別的関税構造が許 され,そ れはIMF協 定

では禁止 されてい る複数為替制度 と同じ効果 を もつ。GATTが 関税構造j'Y関

す る規定を完全に欠落 させてい る点を捉えて,DamはrGATTが 創設 された

際の交渉事項 と歴史的情況を考慮すればいたしかたない ことだが,そ れは,貿
as

易問題 にぽ らぽ らに対応 す るGATT固 有 の性 格 を表 わ してい る」 と言 う。

多 角主義 の実現 と戦 後過 渡期 の現 実 との間 の あ ま りに大 きい隔 た りを埋 め る

ため に,各 国の利害 をすべ て原則 とそ の例 外 とし て組 み 入れた が故 に,言 い換 え

れぽ あ ま りに現 実的 で あ りす ぎた が故 に流産 した 国際貿 易機 構 のいわ ば 落 し子

とし て成 立 したGATTも,あ ま り)/YYLも現 実的 で あ る とい う国際貿 易機 構 の血 を

受 け継 い でい る。 関税 シ ステ ムの面 で この宿命 も色濃 く反 映 して い るのは,次

の二 つ の 例外 規定 であ る。 第一 の例 外は 既存 の特 恵制 度 を容 認 した こ とであ る。

英連 邦特 恵制 度 の解 体 が,世 界経済 の 戦後 計 画に おい て ア メ リカの打 った最初

のそ して最 も重要 な石 であ ったが,イ ギ リスの強 い抵 抗 に遭 っただ け で な く,ア

メ リカ 自身 フ ィ リピソ との 間に特 恵 を設 けね ぽ な らなか った た めに,既 存 の特

恵 につ い ては,関 税 率 に限 って これを容 認せ ざるを え な か っ た。GATTに お

いて 例外 として認 め られ た特恵 は,英 連 邦 地域,フ ラソ ス連 合地 域,ベ ネル ク

ス三 国 の関税 同盟 地域,ア メ リカ ・フ ィ リピソ間iア メ リカ ・キ ューバ 間の特

恵,チ リとその 隣接 国(ア ルゼソチソ,ボ リヴ ィア,ペ ルー)と の間 の特 恵,レ バ
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ノソ ・シ リア とその 隣接 国(パ レスチナ,ト ラソスヨルダソ)と の 間の 特恵 で あ る
。

GATT第1条 は 以上 の特 恵 を容 認す るに 当た って,特 恵 の限度(最 恵国税率 と

特恵税率 との差)を 拡 大 しては な らな い とい う制 限を 設 け,特 恵 の新 設 と拡大 を
αの

禁 じてい る。

しかし他方 でGATTは,関 税 システムにおけるも う一つ の大 きな例外 とし

て,第24条 において,関 税同盟 と自由貿易地域の形成 とい う,最 恵国待遇か ら

の逸脱 を認め てい る。 「関税 同盟または 自由貿易地域の 目的が,そ の構成領域

間の貿易を容 易にす ることにあ る」 とい うこ とが,GATTが 経済統合を容認

した根拠であ り,経 済統合は 「その よ うな領域 と他 の締約国 との間の貿易に対

す る障害を引 き上 げることはない」 とい う制限に従わねばな らない。 第24条 に

おい て注 目すぺ きことは,こ こでは貿易の促進 とい う観点か ら,経 済統合を容

認す る根拠 と経済 統合に対す る制限が規定 され てお り,GATTの 目的である

「自由で平等な貿易秩序の実現」の無差別 ・平等の要素が欠落 してい ることで
お

あ る。

経済統合に関 してさらに忘れ てな らない ことは,戦 後最大 の特恵たるEEC

がGATT加 盟 国に よって承認され たのは,政 治的配慮か らであ り,EECがG

ATTの 規定を ク リアしてい るか らではない とい うことである。EECの 設立に

当た って,GATT加 盟国は次の点 を問題に した。(1)関 税や数量制限が従来 よ

り高 くなることはないか。②共通農業政策は域 内の貿易制限全廃 の 原則(第24

条8)に 反 し,域 外諸 国の農業物に対 して不当な制限 を課す ことにな らないか。

(3>EEC加 盟国が海外の旧属領 との間にも ってい る特恵関係をEEC全 体 との

関係に拡大す ることは,特 恵の新設 ・拡大の禁止に反 しないか。 しか しEEC

がGATTに 合致す るか否かについての以上の議論は棚上げ され,冷 戦体制下

において欧州の統合 と復興を促進す ることは,社 会主義陣営に対す る牽制 とな

るとい う政治的観点から,ア メ リカが調停的立場に立 った結果,1958年 のGA
在9

TT総 会 に おい てEECの 設立 が 承認 され た ので あ る。EECの 成 立 に 促迫 さ

れ て,そ の後,EFTA(1960年),米 加 自動車 貿 易協 定(1965年)な ど多 くの特 恵

が創 られ た。 特 恵創 設 の波 は低 開 発 国か ら も押 し寄 せ,貿 易 の促進 に 資す る と
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は い え ない低 開 発諸 国の経 済統 合 もwaiver条 項 に よって認 め られ た。EECと

並ぶ も う一 つ の最大 の 特恵 は,GATTに おけ る 先進 工業 国に有利 なバ イアス

を除 去す るので は な く,低 開発 克服 の 手段 とす べ く,市 場 メカニズ ムに対 す る

追 加 的撹 乱 を導 入す る とい うUNCTADの 戦略 に基 づ い て,1971年sGATTの

枠 外 のUNCTADに おい て創設 され た一般 的 特恵 制度 であ る。

3.2非 関税措置

GATTは,関 税 システムとい う土台においても,無 差別原則を貫 くことは

できず,既 存特恵を容認 し,さ らに大小様 々の特恵の新設を防ぎえなか った。

最 も確実性を もつはずの関税においてもつ きまと う 「例外の体系」 とい う宿命

は,非 関税措置については一層増幅され る。非関税措置の うち主要な ものをみ

てゆ こう。

(1)内 国民待遇

GATTが 理論的支柱 としてい る比較生産 費説は,経 済主体 の 同質性を前提

としてい る。それは国境において関税が賦課され る点を除いては,輸 入品 と国

産品は差別 されてはな らない ことを意味す る。 それを保障す るのが,国 内の課

税に関 して,そ して購入,輸 送な どに関す る様 々の規制お よび手続に関 して,

輸入品に対して国産品 よ り不利な待遇 を与えてはな らない ことを定めた内国民

待遇の原則(第3条)で ある。 この原 則 に対 して はい くつかの例外が設け られ

いる。 まず経済的理 由よ りは文化的見地から,露 出済映画 フィルムについては

映写時間割当の形で数量規制を行 うことがで きる(第4条)。 また内国民待遇の

規定 は 「国内生産者のみに対す る補助金(… …政府の国内産晶購入の方法による補

助金を含む)の 交付を妨げ るものではない」(第3条8(b))。 この規定に よれぽ,例

えば,国 内の中小企業を保護育成す るために,政 府が中小企業の製品を優先的
お　

に買付けることが認め られ る。 しかし ここで認め られた補助金であって も,そ

れ が直接 または間接に輸 出を増加 し輸入を減少させるものであるな らば,補 助

金 の効果,補 助金を交付す る事情について通告す る義務を負 う(第16条1)。

内国民待遇原則 の最大の例外は 「商業的再販売 のためまたは商業的販売のた
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めの貨物 の生産に使用す るためではな く,政 府用 として購入す る産 品の政府機

関に よる調達」す なわち政府調達 に対 しては この原則 が適用 されない ことであ

る。 第3条 を厳密に読む ならば,政 府調達を内国民待遇 の例外扱い とす ること

に含 まれ るのは,軍 事用物資の ように購 入の対 象が 「政府用」 である場合に限

られ,再 販売す る財を生産す る資本財,例 えば発電機,通 信用 の コソ ピュータ

ーや ケー ブルな どは含まれないが
,し か しこの よ うな資本財の購入 も政府調達

として取 り扱われ てい るのが実情 である。

② 数量制限の0般 的廃止

GATTが,貿 易は数量制限ではな く関税 のみに よって規制 され ね ばな らな

い とい う関税主義に立っているため,非 関税措置の中で も数量制限に関す る規

定は特に重要であ る。第11条 では 「関税 その他 の課徴金以外のいかなる禁止 ま

たは制限 も新設 し,ま たは維持してはな らない」 と数量制限の一般的廃止を義

務づけているがf同 じ第11条 で,食 糧その他の不可欠の産品が不足 している場

合 の輸 出禁止 ・制限 と国内で保護政策が とられ ている一次産 品の輸入制限につ

いては,例 外 として これを認めてい る。 また第12条 では,国 際収支擁護のため

の数量制限が認め られてい る。そ して第13条 では,数 量制限を行 う場合には最

恵国待遇原則に基づ いてaそ れ は全締約国に無差別に適用 されねば ならない こ

とが定め られている。

数量制限の廃止について注 目すべ き ことは,戦 後関税引 き下げ と貿易の 自由

化が進 められ てきた裏面 で,特 定 の品 目に,GATT枠 内 の 規定を利用 し てで

あれ,GATTの 枠外に新たな協定を設ける ことに よってであれ,GATT原 則

から逸脱 した特定 の方法を用いて数量制限を行 うパ タ0ソ が定着した ことであ

る。 その代表はwaiver条 項を用いた農産物貿易の制限である。GATT第25条

は,締 約国の投票の3分2の 以上の多数,か つ締約国の過半数の承認に よ り,

「この協定に規定 され ていない例外的な場合には,こ の協定 に よ り締約国に課

され る義務を免除す ることができる」 と規定 してい る。 このwaiver条 項に基

づいてアメ リカは,1955年,1950年 農業調整法第22条 に課されている輸入制限

を実施す ることに対 して,waiverを 獲得 した。 自由化の先頭を走 っているア メ
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リカが 農産物 に つい てwaiverを 得 た こ とは他 国 の先例 とな り,農 産物 をGA

TT原 則 か ら除外す る結果 とな った。

繊 維 貿 易はGATT枠 内の規 定 では な く,そ の枠 外 で結 ばれ た 「繊維 製 品 の

国際貿 易 に関す る取 極」(通称 「多角的繊維取極」MultifibreArrangement・MFA)に
　

よる規制 を受 け て い る。MFAの 起 源 は 日米綿 製 品協 定(1957年)に 遡 る。1955

年,日 本 はGATTに 加 盟 した。 同 じ年,GATT加 盟r,rよ る関 税 引 き下 げ の

追い 風 も受 けて,日 本 の安価 な綿 製 品 の対 米輸 出は 急増 した。 いわ ゆ る 「ワソ

ダ ラー ・ブラ ウス事 件」 の 発生 で あ る。 この聞 題 に対処す るた めに結 ば れた の

が 日米綿 製 品協 定 であ る。 この協定 に よって 日本 の綿 製品 輸 出を制 限す る こ と

に は成 功 した が,そ の隙 に ア メ リカは 香港,イ ソ ドrエ ジプ トな どか らの輸 入

急増 に見舞 われ た ため に,綿 製 品 の主 要輸 出国を 網羅 した 輸 出規制 のネ ッ トワ

ー クを,・s..備す る ことが 急務 とな り,1961年,「 綿製 品 の 国際貿 易 に関す る取 極」

い わ ゆ る 「短期 取 極」 が結 ばれ る。 この 「短 期 取極」 は 翌62年 「綿製 品 の国際

貿 易 に関す る長 期 取極」(L・ngTermArrangementRegard三ngInternationalTradein

Cott。nTextiles,LTA)に 置 き替 え られ,LTAは1973年 まで更新 された 後,1974

年 に,綿 製 品だ け で な く毛 製 品,化 学 合成 繊維 の す べ て を対 象 としたMFA

(1974年1月1日 発効)に 引 き継 がれ た。

MFAは これ まで 三度 更新 され てい る。1977年12月31日 に,第 一 次取 極期 間

(MFAI)が 終 了 し た後,1978年1月1日 か ら1981年12月31日 ま で 延長 され

(MFA∬),さ らに1982年1月1日 か ら1986年7月31日 ま で 二度 め の更 新 がな

され た(MFA皿)。 そ し て 現 在,1986年8月1日 か ら1991年7月31日 まで の有

効期 間を もつMFA罫1に よって繊維 貿 易は 規制 さ れ て い る。 繊 維製 品 の輸 入

急増 に よる 「市場 撹 乱」 に対処 す るた め に,輸 出国に 一定 の輸 出量 を保 証 した

うえで,輸 入 国に セ ー フガー ド措 置 を とる権利 を与 え る と同時 に,比 較 劣位 化

した 繊維産 業 の調 整 を行 う義 務 を課す こ とに よって,最 終 的に繊 維 貿易 を 自由

貿 易へ復 帰 させ る ことがMFAの 目的 であ る。 この 目的 は一貫 し て保持 され て

い るが,更 新 の度 にMFA各 条 の 内容 は変 化 してい る。

MFAIは 第3・4条 で繊 維 製 品の輸 入規 制に つ い て定 め てい る◎ 特定 国の特
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定 品 目の輸 入急増 に よっ て 「市 場麗 乱」 が 引 き起 こされ て い る場 合 に は,輸 入

国は輸 入 規制 のた め の二 国間 協定 を 結ぶ こ とが で きる。 当事 国 双方 の合 意 が得

られ ない場 合 には,第3条 に 基づ い て一 方的 に輸 入 制 限を実 施す る こ とが で き

る。 いずれ の場 合 で も,付 属書Bに 定 め られ た次 の条件 に 従わ ねば な らない。

(1}baselevel(基 準 とな る水準)baseleve1と は特 定 品 目の年 間輸 出量 の

上 限 とな る水準 であ る。 そ れは 規 制1年 めに おい ては,規 制 が実 施 され る2,3

か 月前 の直近1年 間 の輸 出 実績 を下 回 っては な らない。

② 輸 出増 加率 規制 が1年 を超 え て継 続す る場合 に は,後 続 の年 にお い

ては,最 低6パ ー セ ン トの輸 出増 加率 が保 証 され ね ば な らない。 例 外的 な場 合

す なわ ち高 い輸 出 の伸 びに よって 「市 場掩 乱」 が 再発 した り,悪 化す る場合 に

は,輸 出増加 率は6パ ー セ ン トを下 回 って も よい が,そ の場合 で も正 で なけれ

ば な らない。

(3)弾 力性 輸 出国は、輸 出割 当量 を,振 り替 え(swing),繰 り入れ(carry

forward)y繰 り越 し(carryOver)と い う三つ の方法 で弾 力的 に運用 す る こ とが で

きる。 振 り替え とは あ る年 次 の輸 出割 当量 を 品 目間 で調 整す る こ とで あ る。 あ

る品 目の輸 出量 が割 当量 を超}る こ とは 許 され るが,そ の ときには 輸 出 国は他

の品 目の輸 出量 をそれ だ け減 らし,規 制 品 目全 体 の輸 出量 をbaselevel内 に 維

持せ ねぽ な らない。MFAIは,あ る品 目の輸 出量 が 割 当量 をZ ..うる限度 を

7パ ー セ ン トと定 め てい る。 あ る品 目を割 当量 よ りも多 くで は な く逆 に 少 な く

輸 出 した 方が 有利 な場 合 に はf実 際 の輸 出量 は割 当量 を5パ ー セン トまで下 回

る こ とが許 され る。振 り替 えは 輸 入 国の 消費 需要 の変 化 に対 応す るた め の措置

で あ る。 また あ る品 目の今年 の輸 出量 が割 当量 を超 えそ うな ときに は,同 一 品

目の次 の年 の割 当量 を借 りて くる こ とが で き る(繰 り入れ)。 同様 にあ る品 目の

今年 の割 当量 が消化 され なか った 場 合 には,未 利用 の部 分を 来年 度 へ繰 り越 す

こ とが で き る。MFAIは 繰 り入れ の限度 を5パ ー セ ン トと定 め,年 間 の繰 り

入 れ と繰 り越 しを合 わせ て10パ ・一セ ソ トまで許容 し てい る。

MFAHはMFAIの オ リジナ ルな条 文 を 変 更す る こ とは なか った が,EC

の要 求に よって・更新 議 定書 に,実 質的 な義 務 回避 を許 すreasonabledepartures
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条 項 が挿 入 され た。 この条 項に よって,両 当事 国が合 意す れ ば,二 国間協 定 を

締 結す る際 に,MFAIが 要 求 して いたbaselevel,輸 出増 加率,弾 力性 に 関

す る条件 か ら合理 的 に離 脱 し うる権利 を,参 加 国は与 え られた ので あ る。rea-

sonabledepartures条 項 はMFA皿 では 廃 止 され た 。この条項 の廃止 に よっ て輸

出増 加率 に 関す る規定 だけ はMFAIへ 復 帰 した が,代 わ って,次 の よ うな

貿 易制 限 的 な例外 規 定 がMFA皿 で は新 た に付 け 加 え られた。

(1)baselevelMFAIの 規定 に合 致 してい て も,特 に大 きいbaselevel

を もつ 国が存 在す る場合 に は,制 限 の枠 内に あ っ て も,そ の よ うな 国か らの輸

出が 「市場 概 乱」 を 引 き起 こす 可 能性 が あ る。 そ こでMFA皿 は(1}特 に大 きい

制 限枠 を もち,そ して② 綿製 品,毛 製 品,合 成 繊維 製 品 の三 分 野す べ て の輸 出

に おい て支 配 的地 位 にあ る国 のbaselevelに つ い ては,MFAIの 付属 書Bに

おけ る本 来 の規 定 か ら離れ て これ を決 定 し うる こ とを定 め た ので あ る。 この離

脱 規 定は,特 に(2>か ら判断 す るに,香 港 と韓 国を念 頭 に置 いた もので あ る。

(2)弾 力性MFA皿 は 輸 出割 当量 の弾 力 的運用 に も制 限 を加y}Hた。 す な

わ ち,(1)輸 入 国 の繊維 ・衣服 市場 に お い て大 きな シ ェアを 占め る国 の品 目でs

(2)大きいbaselevelを もち,そ のbaseleve1を 十 分 に利用 してい る品 目につ い

ては,輸 出 国,輸 入 国双 方 の合意 に基 づ い て,振 り替 え,繰 り入れ,繰 り越 し

に対 し て,MFAIで 認 め られ てい る よ りも低 い率 が 適用 され うる こ とに な っ

たの であ る。

(3)Anti-surgeAnti-surge条 項 はMFA皿 で新 たに設 け られ た輸 入 制 限

条項 で あ る。 制 限 の枠 内に 留 ま っては い て も,輸 入急 増 が 国内産 業 に 明 白な損

害 を与 え る,ま た は与 え る怖 れ のあ る場合 が あ る。 この よ うな危 険 があ り,輸

入制 限枠 と実際 の輸 入 量 との間に か な りの差 が あ る場合 に は,輸 入 国 は この条

項 に基 づい て,合 意 され た制 限 の枠 内に あ る輸入 で あ って も,こ れ を規 制す る

こ とが で きるので あ る。

MFAI▽ は,植 物 性繊 維 か ら生 産 され る製 品や シル ク混 合物 の輸 入 急増 が 生

じてい る こ とを 受け て,規 制 対 象 を これ らの晶 目に まで拡 大 して い る。 また,

繊 維貿 易 を 自由化す る こ とを 目的 としてい るに もか かわ らず,MFA皿 で は実
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質的な義務回避を容認す るreasonabledepartures条 項が盛 り込 まれ,MFA皿

では貿易制限的な以上 の規定が二重三重に張 り巡 らされ た ことに対す る低開発

国の不満を反映して,MFANで は,繊 維貿易にGATTル ールを適用す るこ

とがMFAの 最終 目的であ ることが,初 めて 明記 された。

MFAはGATTの 枠外で結 ば れ た国際取極 であ る とい う点 で
,形 式的に

GATTか ら逸脱 しているだけでな く,GATT原 則を侵害 してい る点で,実 態

的に もそれか ら逸脱 してい る。 特…定品 目の 輸入急増に対処す るためのGATT

の規定には,第19条 「緊急輸 入制限措置」 がある。第19条 は発動要件 として,

予見され なかった事情お よび貿易制限の軽減 とい うGATT義 務 の実行 のため

に生 じた輸入急増 に よって,国 内生産者が 「重大な損害」を蒙ることを挙げて

いるが・MFAは それ に代わ って,「市場掩乱」とい うよ り緩やかな事態を発動

条件 としている。 この点 でMFAは 第19条 とまず異なる。表現は様 々だが,一

般 に,輸 入に よる国内産業の損害 とい う事態は,輸 入制限を実行す る場合の要

件である。だが輸入 と損害の聞の因果関係を確定す ることは常に困難であ る
。

繊維貿易においては・ これに加えて,輸 入国がMFAに 基づいて,極 めて複雑

な品 目分類 システムを創 り上げているため,そ の品 目の輸入に よって損害 を蒙

っている産業を特定化す ることさえほ とんど不可能 な状態である
。因みにECで

は99の 品 目が4つ の グルー プに分け られ てお り(グ ループ1・Hの 品目がセンシテ

ィブ品 飼),ア メ リカでは ・34の 品 目が5つ の グルー プ紛 類 され てい9 。

MFAがGATT原 則を侵害 しているのは次 の二点においてである
。 第一に,

MFAは 第19条 と異な り,市 場掩乱 の源泉 とみなされ る特定の輸出国の産品を

輸入制限の対象 とし うる点で,無 差別原則か ら逸脱 してい る。第二に,第19条

にあ っては,輸 入制限が行われた場合,輸 出国は対抗措置を とりうる権利を
,

輸入国は補償を行 う義務を有す ることが規定 されてい るが,MFAに あって は

報復の権利 と補償の義務は定め られ ていない。MFAに おいて これが存在 しな

いのは・最低輸出増加率6パ ーセン トの保証 と引き替えに,輸 出国が これを放

棄 してい るか らであ る。だが更新の度にMFAは 様 々な貿易制限規定を もつ よ

うにな り・実際 の繊維貿易において も,6パ ーセン トとい う輸 出増加率は保証
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され てい ない。 この点 でMFAは 相 互主 義 原則 か ら も逸 脱 してい る。

GATT原 則 との関 係 とい う法 制 上 の問題 以上に,MFAに 関 して重 要 な こ と

は,MFAの 規制 下 に あ る繊 維 貿 易 の実態 で あ る。MFAは 繊維 貿易 を 制限 し・

輸 入 国に 「息つ く暇 」 を与 えて,比 較 劣位 化 した 繊維 産 業 を縮 小す る積 極 的産

業 調整 を進 め,繊 維 貿易 を拡 大す る ことを 狙 い としてい る。MFAの 最 終 目的

は繊 維貿 易 の 自由化 であ り,MFAは あ くまで 暫定 的取 極 な ので あ る。 しか し

MFAの20余 年 の経験 は,繊 維 産業 に 自由貿 易 を復 活 させ るほ ど産 業 調 整は行

われ ず,繊 維 貿易 は逆 に増h制 限 的に な ってい る こ とを疑 う余地 のない ものに

してい る。 表4,表5,表6は,MFAに 基 づ い て,ア メ リカ とECが 輸 入

制 限を採 って い る品 目数 とそ れ ら の 品 目の年 平均 輸 入増 加率 を示 した も の で

あ る。 これ らの表か ら,四 半 世 紀 に亘 りMFAの 支 配 を受 け てい る繊 維 貿 易 の

実態 が 浮か び上 が って くる。 まず繊 維 の規 制 品 目数 と衣料 のそれ を比 較 す るな

らぽ,後 者 の方 が前 者 よ りも圧 倒 的に 多 く,ア メ リカ もECも 規制 の主 眼 を 衣

料 に 置い て い る こ とがわ か る。 そ して繊維 と衣料 に つ い てf規 制 品 目数 の変化

をみ るな らぽ,そ れ が減 少傾 向に あ る とは言 え ない。 二 大 輸 出 国た る韓 国 と香

港に 対す る,と りわ け ア メ リカの規 制 は 強化 の一 途 に あ る。 さ らにMFAの 更

新 の度に,ほ とん どの場 合,年 平 均輸 出増加 率 は低 下 してお り・主 要輸 出国 の

中 で6パ ー セ ソ トとい う増 加 率を 保証 され てい る国は ない。 香 港 の対EC輸 出

の年 平 均増 加 率は,繊 維 につ い ては,MFA皿,MFA砥MFAIYの 各期 間

中それ ぞれ,3.4パ ーセ ソ ト,1.9パ ー セ ン トs1・0パ ー セ ン トであ り・ 衣料 に

つ い てはs3.7パ ー セ ソ ト,2.2パ ー セ ソ ト,2・0パ ー セソ トで あ る。 韓 国 がEC

か ら与 え られ た繊 維 の年 平 均輸 出増 加 率は,4。6パ ー セ ソ ト,3。3パ ー セ ン ト,

3.4パ ー セ ソ トであ り,衣 料 のそ れ は,4.2パ ーセ ソ ト,2.5パ ー セ ソ ト,2.7パ

_セ ソ トであ る。 ア メ リカの繊 維輸 入 はEC以 上 に制 限的 で あ る。MFANの

下 で韓 国,香 港,台 湾 と結ぼ れた 二 国 間協定 を み るな らば,規 制 品 目数 は大 幅

に増 加 し てお り,与 え られ た年 平均輸 出増加 率 も1.0パ ー セ ソ トあ るい は0.9パ

ーセ ソ トとい う低 さであ る(表6)。 繊 維貿 易は 自由化 とは 正反 対 の途上Tyあ る。

農産 物 と繊 維 製品 がGATT原 則か ら離 反 した だけ では ない ◎GATTは そ
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表4MFA皿 とMFA皿 における繊維品 と衣料品に関する双務協定

肋力

入
率輸均加平年増

㎜AF

皿M

齢

駅

お

無

鴉

認
"

麗

鴇

話
.

初
.

初
.

印

(

rN

(

(

(
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皿M

認

爲

郎
.

鷲
.

暢

初
.

謂

招
鋤

.

初
.

初
.

初

(

(

(

!k

!k

てけ
数受目を品制る規い 「

AF

皿M

1

32

4

35

3

31

1

9

3

一

2

18

1

4

一

14

一

9

一

17

AF

翌M

3

39

2

30

1

14

一

7

9

8

一

18

1

4

一

14

一

6

}

9

CE

入
率輸均加平年増

AF

皿M

罷

灘

=

籠

頚

罷

㏄
.

侃
.
.

.

.

"

AF

∬M

灘

麓

篶

韮

麗

認

備
.

備
.
.

.

.

師

AF

皿M

6

35

14

32

4

6

3

U

6

5

3

9

2

一

-

一

}

　

一

4

AF

EM

9

35

14

31

5

7

3

10

5

7

3

13

3

一

-

{

一

一

一

3

品製

品

品

品

品

品

品

品

品

品

品

品

品

品

品

品

品

品

品

品

晶維料維料維料維料維料維料維料維料維料維料繊衣繊衣繊衣繊衣繊衣繊衣繊衣繊衣繊衣繊衣

国出輸

r{

{

{

{

{

{

{

{

{

ー

港

国

国

ド

ル

ル

ア

コ

チ

カ

ソ

"

∴

∵
牌

香

韓

中

イ

ブ

シ

コ

メ

ハ

ス

(注)繊 維 品 は 糸,織 物 と ア パ レ ル 以 外 の 様 々 な 完 成 品 を 含 む 。 衣 料 品 に 関 す る括 弧 内 の 数 値 は 毛

製 品 の 年 平 均 輸 入 増 加 率 を 示 す 。

(倒 所)Majrriudar,M.TheMulti-FibreArrangement(MFAN)1986-1991:Amovetowardsa

LiberalizedSystemP,journalofWorldTradesVol.22,No.2,1988。 原 資 料 はAccprds

TextilesCEE(Promethee,Brussels),StatusReportsonImportQuotas,UnitedStates

Cu$tomsService,括 弧 内 の 数 値 に つ い て はTradeendDevelopmentReport,UNCTAD,

1985に よ るo
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表5ECの 二国間協定による規制:MFA卜W

輸 出 国

アル ゼ ン チ ソ

ブ ラ ジ ル

ブル ガ リア

チ ェコ ス ロハ

キ ア

中 国

香 港

ハ ン ガ リー

イ ン ド

イ ソ ドネ シ ア

マ カオ

・マレ ー シ ア

メキ シ コ

パ キ ス タ ソ

ペ ル ー

フ ィ リピ ン

ポ ー ラ ソ ド

ル ー マ ニ ア

シ ソ ガ ポ ー ル

韓 国

ス リラソ カ

タ イ
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ユ ー ゴ ス ラ ピ
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ユ

ー
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■
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9
」

ρ
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7
■

7
暉

¶
■

i
⊥

7
.

∩」

4

4

り0

5

1

5

2

1

Q
ソ

噌⊥

3

5

1
↓

¶
⊥

6

0
σ

5

り
0

ウ
]

ウ
臼

8

2

6

3

9

4

9
】

ー
ム

ー
-

2

MFAN

年平均輸入
増 加 率C%)

繊維品

0

3

」
4

6

0

■
上

-
↓

■
⊥

6
0

11

2

AU

5

凹D

　

ロ

　

の

O
D

O
O

n
j

O
U

1.0

3.5

4.7

4.5

4.7

4.5

4.6

6.0

6.0

3.3

5.0

3.7

3.4

4.2

衣料品

3.9

3.4

3.4

2.0

3.7

4.1

5.0

2.1

4.5

5.5

6.3

4.0

3.3

3.s

2,7

5.4

ウaり

(注)1.1986年12月 ま で に 二 国 間 協 定 を 結 ん だ 国 は 次 の 通 り。 ア ル ゼ ソ チ ソ,ハ ン ク プ ア ィ シ

ュ,ブ ラ ジ ル,ブ ル ガ リア,チ ェ コス ロ バ キ ア,香 港,ハ ソ ガ リー ・ イ ソ ド・ イ ソ ドネ シ

ア,マ カオsマ レ ー シ ア,パ キ ス タ ン,ぺ ・L-,フ ィ リ ピ 」,ポ ー ラ ソ ド・ ル ー マ ニ ア・

シ ソ ガ ポ ー ル,韓 国,ス リ ラ ソ カ,タ イ,ウ ル グ ア イ 。

2.数 値 は 規 制 を 受 け て い る 品 目 数 を 示 す 。

(出 所)表4に 同 じ。 原 資 料 はMFA1¶ に つ い て は,GATTReport・Textile¢ndClothingin

theWorldEconomy,Geneva,1984,Table3.9.MFAπ の デ ー。タはEC公 式 刊 行 物,No.

L387,December1986よ り計 算 。
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表61986年7月 以降アメリカが主要供給国と結んだ二国間協定

繊 維 品 衣 料 品

規制嗣 数陶 増加率悔 定鵬 規制品畷 輸入増姻 齪 欄

韓 国

香 港

台 湾

21

7

26

Y.o

l.0

1.0

3年

1986-1991

3年

6565

56

56

0.93年

1.OJ1986-1991

1・03年

(出所)衷4に 同 じ・願 料 はth・T・xtil・ ・Divi・i・n,Unit。dSt、t,sBu,eau。fE,。n面,、nd
BusinessAffairs提 供のデータ。

の 支 配 下 に あ る と 伝 統 的 に 考 え ら れ て い た 財 の 貿 易 を もGATT原 則 に よ
っ て

律 す る こ と は で き な か っ た 。 近 年GATTの 支 配 を 離 れ た 最 大 の 品 目は 鉄 鋼 と

自墾 であり・そ紡 がGATTに 代わって依拠したの蹴 舶 主規総 定で

あ る。 輸 出 自主規 制 協定 に は,日 米間 のそ れ を例 に とるな らぽ 次 の4つ の類 型

が あ る。 α)通商法 に よる国 内産 業 に対 す る損害 認定 を経 ず に結 ばれ た 協定(鉄

購 出自主繍 齪(第 一次・・969-7・年,第 二次a・972-74年),目 米繍 佳齪(・97。 年))s

(2)鴎 賜 委 員会 の損害 決定 を経 て繍 まれ た協定(カ ラーテレピ輸舶 主規繊 定

(1977年)・第4次 鰯 輸舶 主規繊 定(19畔 より5鯛 の予定))
,(3)国 際 賜 委員

会 の損害 な しの決定 に もか かわ らず結 ば れ た協 定(日 米 自動車協定(1981年))
,

(4)日米間 の事 前 の折 衝や 交渉 は一 切 な く,日 本 の業 界 また は 日本政 府 の一 方 的

判断に よっ2出 規制が行われる場響.協 定 戯 立す るためには｠rr｠示 的 であ

れ暗黙であれ関係国間の合意が必要 なだけでな く,協 定が両国の国内法に抵触

しないための工夫がなされ ねばな らない。その良い例が
,対 米 自動 車輸 出規制

に お け る次 の 措置であ る。 つ ま り日本 の輸 出規制を 日本政府に よる 「国家行

為」 または 「政府強制」 とい うことにして,米 独禁法が企業に よる輸出カルテ

ルは許 さないが,外 国政府の行為 お よび外国政府に よ
って強制 された行為につ

いては これ娩 責す るとい う点 を禾U肌 てそ の網 を:.た のであ9
.だ が関係

国間の合意があ っても・それをGATTのwaiver獲i得 の手続に代{
..るこ とは

できない。 また国内法 との抵触関係を免れ るとしても
,そ れがGATTに おい

て許容 され ていない貿易制限措置 である ことには変わ りない
。輸出 自主規制協

定は,二 国間協定であ る点で最恵国待遇原則 と,輸 出国の負担 と輸入国の負担
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が不均衡 である点で相互主義原則 と,貿 易障壁であ る点で貿易障壁軽減原則 と,

そ して市場 分割アプ ローチに よる貿易の実質的な カルテル化である点で公 正貿
　

易原則 とそれぞれ矛盾す る。

(3}政 府による国内生産者の保護の容認

GATTは 自由競争に信を置 くが,過 度の輸入競争圧 力 か ら国内生産者を保

護す る権利を政府に与x..てい る。そ のための第一 の規定が第6条 「ダソ ピソグ

防止税お よび相殺関税」 であ る。第6条 に基づいて,締 約国は,ダ ソ ピソ グと

補助金輸 出 とい う不公正な貿易慣行一 両者 の間には前者が私企業の行為,後

者が外国政府の行為 とい う相違がある一 に対 して,そ れが国内産業に 「実質

的な損害」を与える もし くは与sる 怖れのあるときには.,ダ ン ピソグあるいは

補助金の大 きさを超えない範囲で,ダ ソ ピソグ防止税 あるいは相殺関税を課す

ことがで きる。 ここで注意すべ きは,ダ ソ ピソ グ防止税あるいは相殺関税の賦

課には,ダ ソ ピソ グあるいは補助金輸 出とい う事実だけではな く,そ れに よる

「実質的な損害」 の発生 とい う要件が必要 なこ とである。つ ま り第6条 は ダソ

ピソ グあ るいは補助金輸出を防止す ることよ りはむ しろ ダソピソグ防止税,相

殺関税の乱用を防止す ることに主眼を置いてい るのである。 この ことは・輸入

国の 「実質的な損害」を補償す るために,ダ ソ ピソグ防止税 と相殺関税を併課

され る ことはない とい う規定(第6条5)に も表れ ている。

国内生産者を保護す る権利を与sる 第二の規定は,前 述 の第19条 「特定の産

品の輸入に対す る緊急措置」 である。第6条 が ダソ ピソ グと補助金輸 出とい う

不公正貿易の対抗措置を定めてい るのに対 して,第19条 は,輸 入急増が国内生

産者に 「重大な損害」を与えるもし くは与える怖れ のある場合には・た とえ公

正な条件で行われた輸入であっても,そ れを制限し うる権利を与}る ものであ

る。輸入国に損害を与}る 点では同 じで も,そ の原因が一 方は不公正な貿易,

他方 は 公 正 な 貿 易 とい う違いがあるため,第6条 と第19条 の間には次の相違

が設け られている。 まず両者は発動要件におい て異なる。発動要件 としての損

害 の内容を,第6条 は 「実質的な損害」(materialinjury),第19条 は 「重大な損

害」(seri。usinjury)と規定 してい る。 第6条 が不公正貿易に対 して対抗手段を
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採 る ことを認め,第19条 が公正貿易を も制限す る権利 を与える ものであるため,

両者の発動要件の内容を較ぺ るな らば,「 重大な損害」 の方が 「実質的な損害」

よ りも重い と解釈す るのが 自然であ る。 また公正な貿易を規制す る第19条 にお

いては,貿 易の制限は無差別原則に従 って実行 され る。そ して 「損害を防止 し

または救済す るための必要な限度お よび期間において」許 され る。つ ま り制限

は暫定的 である。 さらに第19条 は輸入制限を許容す る0方 で,輸 入 国には補償

を行 う義務を課し,補 償がなされ なか った場合には,対 抗措置を採 りうる権利

を輸 出国に保証 している。 これに比 し第6条 は,不 公正貿易に対 して対抗手段

を採 ることを認め るとい う内容上,当 然,ダ ン ピソグ防止税 あるいは相殺関税

は不公正貿易 を行 っている国にのみ課 され る。 つま り差別的に課 され る。そ し

てそれは輸 出国が不公正な手段を採 ってい る限 り課 され る。 また第6条 は補償

の義務 と報復の権利については一切言及 していない。第19条 が制限の無差別性

を条件 とし・補償の義務 と報復の権利 を保証 しているのは,大 国の恣意的で差

別的な輸入制限を防御す るためである。 しか し大国はい くらでもループホール

を見つけ出す。事実,主 要製品の貿易は以上の防御 手段を もった第19条 ではな

く・ それを棄 て去 ったMFAや 輸 出 自主規制に よって支配され てい るのである。

確実なはずの関税のもつ不確実性。一 国の経済において基軸的地位を占める

財が軒並GATTか ら離反 している現実。大国の利害 に基づいて形成 されてい

る貿易秩序。小 国に とって合意 とは,大 国の要求に同意す ることにほかな らな

い。GATTの 骨格の概観からわか るこれ らの事実は,GATTを 自由貿易の守

護神 とい うにはあ ま りに も不名誉な ものばか りである。 だがGATTの 不名誉

は同時に,そ れを理論的に支え る比較生産費説 の不名誉 である。現実の貿易の

重要な部分を律しえないGATTの 無力は,世 界経済の現実を捉ええない比較

生産費説 の無 力である。比較生産費説 は基軸国 ・非基軸 国の差異 を消 し去 り,

同質の経済主体か ら成 る対称的世界を描 く。 そして世界経済が決 して逸れない

生産 力の不均等発展を捨象 し,所 与 の国際間の生産力格差 の下 で,貿 易に よっ

て社 会的勢働 の節約 とい う利益が如何に生 まれ るかにのみ思考を集 中する。思

考がこの一点に集中 され るならば,国 際商品交換における財 の相違,典 型的に
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は,資 本時間に よって支配 され る工業 と自然時 間に よって支配され る農業 とい

う相違に も無関心 となる。非対象性 と動態を切 り捨てた比較生産費説の法的表

現た るGATTが,そ れを切 り離ぜ}な い現実の世界経済を統べ ることができ

ないのは当然で あ る。GATTか ら離反 した部門をみるな らば,そ れは資本時

間の支配 の及び}な い農業であ り,工 業部門の中で も,生 産力の不均等発展の

波に最 も激 し く晒 されてい る部門であ る。比較生産費説の フレームに収 まらな

い財がGATTか ら離脱 しているのであ る。GATTの 不名誉は比較生産費説 と

は異質な要 素に対す る諸国の防御作用に よって生み出された抗体だ と言えよ う。

4.国 際通商 と法

GATTは 自らを 生む 母体 とな った1947年 の関 税 引 き下 げ交 渉 以来,1979年

に終 結 した 東京 ラウン ドまで7度 の多 角 的貿 易交 渉 を行 って きた。 これ までの

多 角 的貿 易交 渉を 振 り返 るな らぽ,ケ ネデ ィ ・ラウソ ド(1964-67年)以 前 と以

後 とでは,そ こに 大 きな断層 が認 め られ る。 とい うの は,ケ ネ デ ィ ・ラ ウソ ド

とそれ に続 い て行わ れ た東 京 ラ ウン ド(1974-79年)に おい ては,交 渉 の 内容 は

これ までに な く多様 化 し,交 渉 の過 程 で 各 国の利 害は 一層 複 雑に 錯綜 す る よ う

にな った か らで あ る。 この よ うな変 化は,し か し なが ら,多 様 化 した交 渉 内容

を捌 き,複 雑 に絡 んだ諸 国 の利 害 を解 きほ ぐすGATTの 力 の増 大 を伴 うもの

では なか った。 む しろ逆 に,ケ ネ デ ィ ・ラウソ ドと東 京 ラ ウソ ドを推 し進 め る

動機 とな った要 因 が,同 時 にGATT原 則 を新 た に侵 害 す る要 因 とな った。 本

節 ではtGATTの40年 に亘 る活動 の 中か ら,ケ ネデ ィ ・ラウソ ドに おけ る関

税 引 き下 げ 交渉 と東 京 ラ ウン ドに お け る非 関 税措 置 に関 す る コー ドの策 定 を取

り上 げ,国 際通 商を 一定 の方 向に導 くため の ル ールがr国 際通 商を それ とは反

対 の方 向へ 押 しや る力を 呼 び起 こす よ うにな った こ とを示 そ う。

4.1相 互主 義 の泥 淳 一 ケ ネデ ィ ・ラウ ン ドー一

関税 交渉 のほか,農 産物 交 渉,ダ ソ ピソ グ ・コー ドと穀物 協定 の成 立 な ど多様

な 内容 を もつ ケ ネデ ィ ・ラウン ドだ が,そ の 目玉商 品 は何 とい って も関 税一 括
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引き下げが禍 獄 みられたことで認.従 来の品目別国別交勘 式に代わっ

て一括引 き下げ方式 が提案 された のは,1960年 代の初めには先進国のほ とん ど

がGATT第11条 国に移行 し・自由化率 も90%に 達 し,貿 易 自由化を巡 る議論

の焦点が再び関税に移ってきたにもかかわ らず,品 目別 国別交渉に よる関税引

き下げが行き詰 りをみせていたか らである。品 目別 国別交渉方式の行 き詰 りの

原因は・ この方式が,あ る財のある国へ の主要供給 国のみが,そ の国か らその

財 について関税 譲許を得 る立場にある とい う主義供給国原則(principalsupplie,

rule)に 縛 られ てい ることにあ る。つま り品 目別国別交渉方式 におい ては,交 渉

当事国が ともにそれぞれの財の相手国への主要供給国であ り,か つそれぞれ の

財に対す る両国の関税が高 く,従 って 自国の輸出財に とって相 当の潜在的利益

のあ る関税譲許を相手国か ら引き出すために,自 国 もそれに見合 う関税譲許を

相手国に与 える用意があるとい う条件があ って初め て効率的 な関税引 き下げが

実現 され,そ の成果が無差別原則に よって他の加盟 国に も適用 され るのであ る
。

相手国の譲 許に よって生 まれ る潜在的利益 と引 きか えに 自国 も譲許を提供する

とい う相互主義が・ この交渉方式 の基本であ るため,ま ず,一 方の国が主要供

給国でない場合には,関 税引 き下げに よる潜在的利益従 って提供 し うる譲許可

能性に格差が生じ,譲 許実現 の規模は小さい方の譲許幅に よって制限 され ると

い う縮小均衡の弊害がつ ぎま とう。 このため極端 な場合には,輸 出能力の乏 し

い低 開発国は関税交渉か ら完全 に排除され る結果 となる。 また 「ゼ ロ ・バ イン

ド」,「ア ップ ・バ イン ド」 も譲許 と等価 とみなす とい う規定にもかかわ らず
,

現実には,低 関税国は交渉手段に乏 しい とい う不平等を免れ ない。 さらに無条

件最恵国待遇原則 によって他国間の交渉 の成果が適用 され るので,交 渉に消極

的になる とい う難点を回避できない。

品 目別国別交渉方式のもつ以上 の難点のため),rYt--t実際,関 税引 き下げの成果は,

表7に 示 される ように・第3回 の交渉を ピー クに頭打ちにな ってきた。一括引 き

下げ方式への転換に よって この行 ぎ詰 りを打開す る動 きは,欧 州の高関税 国が

一方的に関税引き下げを行 うべ きだ とい うペ ネル クスの要求(1950年)
,関税負担

率 の大幅な軽減(輸 入商品を10のカテゴリーに分け,各 カテゴリーごとの関税負担率
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表7ガ ッ トー般関税交渉

交 渉 名 時 馴 場 所 参加劇 灘 棚 数

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

関税交渉

!!

/1

11

//

(デ ィ ロソ ・ラ ウソ ド)

第6回 〃

(ケ ネ デ ィ ・ラ ウ ソ ド)

第7回 〃(
東京 ラウソ ド)

1947年

1949年

1950-51年

1956年

1961-62年

1964-67年

1973-1979年

ブ

一

一

プ

ブ

一

シ

キ

一

噛

諦
ヌ

}

論

ジ

ア

ト

ジ

ジ

ジ ュネ ー ブ

ジsネ ー ブ

9
U

ワ
日

4

2

9
」

ウ
佃

り
0

り
0

9
臼

9
臼

46

99

45,000

5,000

8,700

3,000

4,000

30,300

約33,000

(出所)三 宅正太郎編著r貿 易摩擦 とガ ット』 日本関税協会,1985年,62ペ ージ。

を毎年10・←一セソ ト,3年 間で 合計30パ ーセ ソ ト引 き下げ る)と 品 目 ご との 最 高 税 率

の 設 定(原 料品5パ ー セ ソ ト,半 製 品15パ ー セ ソ ト,完 成 品30パ ー一セ ソ ト,農 産物27パ

ー セソ ト)を 内容 とし た フ レ ソ チ ・プ ラ ン の 提 唱(1951年),そ し て 対 外 共 通 関

税 を 最 高20パ ー セ ソ トま で 引 き下 げ る用 意 が あ る とい うEECの デ ィ ロ ソ ・ラ

ウ ン ド(1961年)で の態 度 表 明 とい う形 で 潜 在 的 に 進 ん で き た が,そ れ らは 実
　

を 結ば なか った。 一 括 引 き下げ 方式 へ の転 換 に よって交渉 の停滞 か ら脱 す る試

み を現 実 の ものにす るには,こ こで も ア メ リカの イニ シアテ ィブが 不可 欠 であ

った。1962年 ア メ リカが,rEECの 最大 の 挑戦 に対す る新兵 器」 として打 ち 出

した 通商拡 大 法 の関税 引 ぎ下 げに 関す る授権 条項 が,一 括 引 き下 げ 方式へ の転

換の 推進 力 とな った の であ る。 通商 拡 大法 は大 統領 に次 の二つ の関税 引 き下 げ

権 限 を,向 こ う5年 間に 亘 っ て与}た 。 第一 は,1962年7月1日 現 在 の関 税率

を50パ ー セ ン ト引 き下 げ る権 限で あ り,一 般権 限 と呼 ぼれ る。 第二 は,ア メ リ

カとEECの 輸 出額 の合 計 が 自由世 界 の輸 出額 の80パ ー セ ソ ト以 上を 占め る品

目(80パ ーセソ ト品目)の 関税 を無税 にす る権 限で あ り,特 別 権 限 と呼ぼ れ る。

通商拡 大法 はEECの 対 外 共通 関 税 の壁 を打 ち壊 す こ とを 目的 とした もので あ

る。だ が対 外 共通 関税 の除去 はすべ て の品 目につ い てな され る必要 は ない。それ

は,ア メ リカがEECと 激 しい競争 関 係 にお かれ て い る品 目につ い てな されれ

ば 十分 で あ る。80パ ーセ ン ト品 目とは そ の よ うな品 目であ り,80パ ーセ ソ ト品
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目に 狙 いを 定 めた 特別権 限に,通 商拡 大法 の 「新兵 器」 としての意 味 もあ る こ

とは言 うま で もな い◎ 以上 の狙 い を秘 め た通 商拡 大 法 に先導 され て,第6回 関

税 交 渉(ケ ネデ ィ ・ラウソ ド)は 開 始 され た。 しか し周 知 の よ うに,イ ギ リス の

EEC加 盟交 渉 が ドゴー ル大 統領 の爆弾 声 明に よって決 裂 した た め,80パ ー セ

ソ ト品 目は イギ リス の加盟 が 実現 した場 合 の26品 目か ら僅 か2品 目へ と激減 し,

特 別権 限 は意 味 を失 い,ケ ネデ ィ ・ラ ウソ ドの焦点 は 関税 の50パ ー セ ン トー 括

引 き下 げ を巡 る ア メ リカ とEECの 攻 防へ と移 って い った。

ケ ネデ ィ ・ラ ウン ドで関税 の一 括 引 き下 げ が提案 され た こ とは,関 税 譲許 の

バ ラン スを第 一義 的 に考 え る旧来 の 方式 が 放棄 され た こ とを意 味す る もの では

決 してな い。 む しろ逆 に交 渉 の過 程 で反 対 に作用 す る要 因が次 々 と現れ,一 括

引 き下 げ とい う原 則は 手姪足 姪 を 朕め られ る よ うに な った。U)例 外 リス トの作

製,(2)nonlinearcountriesの 形成,(3)関 税 格差 問題 の三 つ が一一括 引 き下 げを 制

約 した 要 因 であ る。

す ぺ て の品 目につ い て基準 とな る関税 を一定 パー セ ン ト引 き下げ る こ とを 原

則 として受 け 入れ た 国 々一一 これ をlinearcountriesあ るいは1inearcuttersと

い う一 に とって も,関 税 引 き下 げ に よって 国 内産 業 が大 きな打 撃 を受 け る場

合 が あ り,例 外は 不 可避 であ る。 そ こで例 外 リス トつ ま り関税 の50パ ー セ ン ト

引 き下げ また は無 税 の据 置 を約 束 で きな い 品 目を掲載 した リス トの作 製 とい う

問題 が まず 持 ち上 が った。 二つ の方法 に よ って 例外 リス トを作 製す る こ とが 考

え られ るが,そ のい ずれ も否定 され た。 第 一は 共通 の 例外 リス トを作 る こ とで

あ る。 だ が この方法 では,い ず れ か0つ の締 約 国に よって例 外 扱 い され た 品 目

がす べ て リス トに 含 め られ ね ば な らず,例 外 リス トの膨大 な ものに な り,関 税

引 き下 げ とい う 目的 そ の も の が 実現 され な くな る。 そ こで例 外 品 目の総 輸 入

に 占め る割 合 の上 限を 設定 す る こ とが考 え られ るが,こ の方 法 には まず,ど の

国 も与 え る譲 許 を最 小 に し よ うとして い るた め,そ れ ほ ど例外 を必 要 としな い

国に あ って も,例 外 のquotaは 自動 的 に満 た され る とい う弊 害 があ る。 また こ

の方 法 では,許 容 され た 例外 の与 え る保 護 効果 が,各 国 の輸 入構 造 に よって異

な る とい う不 平等 が 生 じる。 す なわ ち国 内に競 合す る生産 者 の少 な い食 糧や 原
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材料 が輸入の大部分を占める先進 国は,例 えば10パ ーセン トの例外に よって,

国内生産者に十分な保護を与え ることができるが,輸 入の大部分が国内生産 と

競合す る工業製品であ る低開発国に とっては,10パ ーセン トとい う例外は,製

造業を確立す るため の十分な保護 とはな りえない。すべ ての国を満足 させ る割

合を例外の上限 とす るな らぽ,そ れは非常に大 きい ものとな り,そ して各国 と

も限度い っぱいまで例外を利用す るため,関 税 引き下げの実をあげることはで

きない。例外 リス トの作製については,結 局,「国家的重要性を有す る最少限の

もの」 とい う基準に照らして各国が作製 した ものを,多 角的審査に付す ことに

なったがfこ の審査の過程で 目を引いたのは,や りきれ ない ことに,数 多 くの

品 目を例外 リス トに挙げ,他 国が例外品 目数を減 らすならぽ 自国 もそ うする と
四

い うや り方で,例 外 リス トが取引の道具に使われた ことである。

例外扱い された最大の ものは農業部門であ る。個 々の農産物ではな く農業が

全体 として例外 とされ たのは,農 産物貿易が数量制限や国家貿易な どの非関税

措置に よって規制されてお り,関 税がその決定要因にな っていない以上 当然 の

ことであ る。 このため農産物はすべ て一括 引き下げ交渉か ら除外 され,特 に,

穀物,食 肉,酪 農品については,国 際商品協定の締結を 目指した議論が行われ,

その他の農産物は品 目別交渉に委ね られた。

一括引 き下げ方式を妨げた第二の要因は,・一国全体 として一括引き下げ方式

を拒否す るnonlinearcountriesの 形成 であ る。農産物 の輸出に 占める割合がす

べての国につい てほぼ同一な らば,農 産物が一括引 き下げ方式か ら完全 に除外

され ても,大 きな問題 とはな らない。 しか し農産物が輸出の大部分を 占め る国

が存在す る現実において,農 産物に一括引き下げ方式が適用 されない となると,

農業へ大 き く依存す る国に とっては,工 業製品については関税 の一括引 き下げ

を強いられ るに もかかわ らず,農 産物交渉 の成果は不確実 とな り,譲 許の等価

性が実現 されない とい う不平等が生 じる。 さらに,た とえ農産 物の関税が50パ

ーセソ ト引き下げ られて も,農 産物に課せ られた多 くの非関税障壁が,農 産物

輸 出国か ら関税 引き下げの利益を奪 ってしま うとい う問題が残る。 オース トラ

リア,ニ ゴ ージー ラン ド,南 アフ リカ共和国は以上 のことを問題視 し,こ の3
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か 国は0括 引 き下 げ交 渉 か ら完全 に 除外 され るべ ぎ こ とを 主張 した
。 そ して カ

ナ ダも この グルー プに 加わ った。 これ ら4か 国は
,特 殊 貿 易構 造 国す なわ ち関

税 の 一括 引 き下 げが利 益 の十 分 な バ ランスを もた ら さな い特 殊 な経 済 ・貿 易構

造 を もった 国 と認 め られ,一 括 引 き下 げ交 渉 の枠外 で品 目別 交渉 を 行 うこ とを

許 され た。 さ らに低 開発 国全 体(21か 国)も,先 進 国か ら相 互主 義 を要 求 され

な い こ とが認 め られ,一 括 引 き下 げ 交渉 か らは ず され た。 この よ うに関 税交 渉

に お い て 最 初 か ら一 括 引 き下 げ方 式 を と ら ない 国をnonlinearcountriesと い

う。linearcountriesが 例 外 リス トを 提 出 した の に 対 し て,nonlinearcountries

は,こ れ までの関 税交 渉 に おけ る と同様 に,自 国 の受 け る利 益 に 見合 って関税

引 ぎ下 げを 行 うこ との可能 な品 目を記 載 した リス ト(オ ッファ..._..リス ト)を 提

出 した。 特 殊貿 易構 造 国 と低 開発 国 の どち らの グル ー プに も属 さない が
,オ ッ

フ ァ圃'リ ス トを提 出 した5か 国を含 め,41か 国(EECを6か 国と数えるならば,

46か 国)中30か 国 とい う多数 のnonlinearcountriesが 形成 され た た め(表8) ,

ケネ デ ィ ・ラ ウソ ドにお け る関税 交渉 は,こ れ らの国hの 主要 輸 出入 品 目か ら

成 る広 範 な品 目につ い て,旧 来 の品 目別 国別 交渉 に 付 きま とわ れ る こ とにな っ

た。

一 括 引 き下 げ 方式 を 原則 とし て受 け入れ たlinearcountries11か 国が関 税交

渉 の中核 とな る国 々で あ る。 だ が一 括 引 き下げ 方式 の も う一つ のそ して最 大 の

障 害 がlineaarcountries内 部 か ら生 まれ た。 す なわ ち関税 格 差 を巡 る ア メ リカ

とEECと の対 立 であ る。 イギ リスのEEC加 盟 が 実現 せず ,特 別 権 限が 武装

解 除 を受 け たた め,ア メ リカは関税 の50パ ー セ ソ トー 括 引 き下 げ),r層 力 を注

ぐよ うに な った。 ア メ リカの攻 勢 にEECは,ア メ リカがEECに 比 して相対

的に 高関税 国 であ る とい う事 実を も って対 抗 した。 ア メ リカ とEECの 関税 率

の分布 情況 を較 べ,関 税 率30パ ー セ ン ト以上 の税 目数 の全 体 に 占め る割 合が
s

EECの1パ ー セ ン トに対 して,ア メ リカでは18パ ー セ ン トに も達 す る点
,そ し

てア メ リカではEECよ りも関 税率 のパ ラツキ が大 きい点 を捉 え(表9)
,EEC

は ア メ リカに関税 格差 論 争 を挑 んだ。 原 材料 ,半 製 品,完 成品 と加工 度 が進 み,

付 加価 値 の割 合 が高 まるに従 って関 税率 も高 くな る よ うな関税 体系 が 合理 的 で
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表8ケ ネデ ィ ・ラウ ン ド交渉参加 国一覧表

国 名

参 加 状 況

備 考リ ニ ア
・カ ッ

タ ー

特殊貿
易構造
国

開
途上国

発その他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

※

※

※

※

※

ソ

※

※

楽

※

楽

※

ア

楽

楽

ア

楽

※

※

※

※

※

楽

ア

ア

楽

ソ

※

ド

楽

ネ

※

※

※

一

一

ル

カ

ソ

ソ

リ

ア

ク

カ

C

ド

ド

ド

ド

ル

カ

本

国

イ

ド

ソ

州

ア

ル

ダ

"

ノ

・

一
ニ

ラ
シ
ラ

"
∵

ソ
グ
∵

タ

ソ
ガ
オ
∴

づ

ゼル

ナ

ス

ラ

ィ

。

マ

E

ス

ソ

リ

ス

、ミ

コ

ソ

イ

エ

ラ

マ

ソ

ド

ル

イ

ソ

イ

ス

ヤ

㌃

フ

ジ

ウ

ス

化

フ

ー

,フ

一

カ

ィ

ル

キ

一

ル

ラ

フ

ペ

ェ

エ

ァ

ウ

ア

豪

オ

ブ

カ

セ

チ

チ

デ

ド

E

フ

ギ

ア

イ

イ

ア

イ

ジ

日

韓

マ

ニ

ニ

ナ

ノ

パ

ペ

ポ

ポ

シ

南

ス

ス

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

◎

◎

@

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

X

ガ ット加入交渉

x

ガ ッ ト加 入交渉

× ガ ヅ ト加 入交渉

xガ ッ ト加 入交渉

X
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35 ス イ ス ・X 0

36 トリニ ダ ッ ド ・ トバ ゴ ※ △

37 ト ル コ ※ △

38 英 国 ※ 0

39 米 国 ※ ○
40 ウ ル グ ア イ O

41 ユ ー ゴ ス ラ ビ ア ※ △

合 計
11

Cis)

一

4 21 5 41(46)
i

(注)1.括 弧内はEECを6か 国 として計算 した数値であ る。

2.○ リニア ・カ ッター 聯工業 品関税につ き5年 間に50%引 下 げ の原則 を受諾 した 国 を い

う。 これ らの国は,50%引 下げ または無税の据置 きがで きない品 目の リス ト,い わゆ る例

外 リス トを提出した。

3.◎ 特殊貿易構造 国e輸 出品は農産物,一 次産品な どの少数 の種類の ものに限 られている

のに対 し,輸 入は多種多様 にわた っているため,均 等一律の引下げ方式 を適用すれば,利

益のバ ランスが とれな い国をい う。 これ らの国は,自 国の受け る利益 と見合 うだけ のオ フ

ァー ・リス ト(関 税引下げの可能 な品 目の リス ト)を 提出 した。

4.△ 開発途上国=本 交渉においては先進 国か ら相互主義を要求 されない ことが認 められ,

各国 とも独 自の判断で オファー ・リス トを提出した。

5。xそ の他 の国罵以上 の3つ のグルー プに入 らない国で,す べてオ ファー ・リス トを提 出

した。

6.国 名に※を付 した32か 国(EEC6か 国 と数えれば37か 国)は}本 交渉 で関税引下 げ等 の

譲 許を行な った。

7.32(37)か 国 のほか,ポ ーラン ドは,最 低輸入量を保証す る とい う譲 許を行な った。

&当 初,上 掲 の諸国のほか,サ イプラス,ガ ーナ,象 牙海岸,マ タル,ニ ジェール,ト ー

ゴー,ウ ガンダおよびアラブ連合 の8力 国 もケ ネデ ィ ・ラウソ ドに参加 したが,途 中で交

渉か ら脱落 したため正式 に交渉に参加 した国は,表8の41(46)か 国である。

(出所)大 蔵省関税局監修 『ケネデ ィ ・ラウン ドの全貌』 日本 関税協会,1967年,46ペ ー ジ。

あ り,こ の よ うな税 率 格差 を維 持 しつ つ,関 税体 系 全体 を低 い方 へ接 近 させ る

べ きだ とEECは 主 張 し,具 体 的 には,「 目標 税 率 を,例 えぽ,原 料 品無税,半

製 品5パ__,.セ ン トf完 成 品10パ ー セ ソ トと定 め,こ の 目標税 率 と現 行税 率 の 差

を 例 ーば50パ ーセ ン ト減 らす」とい う平 準 化(ecretement)方 式ecretementと

は フランス語 で,鶏 の トサ カを切 る ことあ るいは 山 の頂 上 を切 り崩 す こ とを 意

味す る一一 を 提案 した。 またEECは,両 者 の関税 率 の バ ラ ツキに 格差 があ る

場合s関 税 率 を一一律に 引 き下 げ る こ とは バ ラ ツキ の小 さいEECに 不利 にな る

と も主 張 した。EECの 以上 の提 案 と主 張 に対 す る ア メ リカの 言い 分は 次 の よ

うな もの であ る。(1)平 準化 方 式 に対 して。 一括 引 き下 げ の 目的 は貿 易 の拡 大 で

あ って,関 税 水準 の平 準 化 では ない。EECの 提案 では関 税 引 き下 げ幅 が 小 さ

くな り,貿 易拡 大 の 目的 に 沿わ ない。 ② 関税 格差 につ い て。 各 国 の経 済構 造 と
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表9関 税率分布比較表

米 国 EEC(共 通関税) 日 本(実 行税率)
現 行 税 率

税 目 劃 構(成%)比 税 目 数1構(成%)比 税 目数 隣 努)比

無 税 X90 zo 257 9 324 X3.2

1ti9.9% 894 1$ 532 19 90 3.7

10^19.9% 1,510 30 1,618 58 937 38.0

20^29.9% 775 15 350 13 815 33.1

30%以 上
..

18 3$ 1 295 12.1

計 5,064 100 2,?95 goo i2,461 100

構成比

殉

60

(

50

40

30

ao

10

1

!、 、

/＼ 、

/ハ 誤、
/。

/一 ノ/(＼
＼/

、

、 米メ
、、

、EECv1

・
f`

01～9.910～19.920～29.9

(出 所)大 蔵 省 関 税 局 監 修 『ケ ネ デ ィ ・ラ ウ ン ドの全 貌 』17ペ ー ジ 。

30以 上 ・税 率(%)

貿易構造は異な るので,関 税率に差があ るのは当然であ り,こ の格差をな くせ

と言 うのであれば,賃 金な どの経済的 ・社会的条件 も平準化せねばならない。

㈲関税率のバラツキについて。 バラツキの大 きい ことは高関税だけでな く,低

関税の存在 も反映 してい る。EECの 主張は,高 関税 の引き下げは低関税 の同

じ率だけの引 き下げ よりも大きい貿易拡大効果を もた らす とい うことを考慮 し

ていない。

しか し以上の反論),r`一一一よってもEECの 強硬な態度を崩す ことはできず,ア メ リ

カも関税格差問題 を避けて通 ることはできな くな り,その後 の議論は,関 税率に
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格 差 あ りと判定 す る基 準 と格 差 があ る と認 め られ た場 合 の 引 き下 げ 方式 に集 中

した。 そ して交 渉 の結果 得 られ た 合意 は 次 の よ うな もの であ る
。 高 い方 の税 率

が低 い 方 の税 率 の2倍 以上 で,か つ 両者 の差 が10パ ー セ ン ト以上 の ものを格 差

品 目とみ な し,格 差是 正 の方 法 としては,高 い方 の国 が50パ ー セ ソ ト引 き下げ
,

低 い方 の 国が50パ ー セ ン ト未満 の 引 き下 げ を行 う。 関税 引 き下 げを 促進 す るた

めに は,本 来,高 関税 国が50パ ー セ ン トを超x .る引 き下 げ を行 い,低 関税 国 が50

パー セ ソ ト引 き下げ るべ きだが
,高 関税 国 の関税 引 き下 げ 幅を 大 き くす る ので

は な く,低 関 税 国 の引 き下 げ幅 を小 さ くす る とい う格 差是 正 の方 法 とな ら ざる

をaな か った のは,通 商 拡大 法 が大 統領 に与 えた0般 権 限 の 幅に 縛 られ たた め

であ る。 以上 の合意 に達 した ものの,EECは 一 括 引 き下 げ の対 象か らはず さ

れ る格差 品 目の範 囲を拡 げ よ うとし,ア メ リカは それ を 狭 め よ うとして なお攻

防が続 い た。EECはs半 製 品 につ い ては,2倍 と10パ ー セ ン トとい う二 重 の

格差 基準 の うち10パ ー セソ ト条件 は 必要 では な い と主張 したが ,ア メ リカは こ

れ を 認め なか った 。 も う一 つ の対 立 点は ア メ リカの提 案 に よる もの で
,第 三 国

がEECへ の主要 供給 国 であ る品 目(例}ば ス イスの時計)に つ い て であ る
。 関

税 格差 が存 在す る こ とを理 由に,EECが この よ うな 品 目の 関税 引 き下 げ幅 を

小 さ くす るな らば・ この品 目の主要 供 給 国は,一 括 引 き下げ が 実現 され た な ら

ば得 られ る利 益 を減 殺 され るの で,こ の よ うな 品 目も格 差対 象 か らは ず され る

べ きだiと い う提 案 を ア メ リカは行 った 。 この提 案は 第 三 国に よっ て も支持 さ

れ たが・EECは これ を 関税 引 き下 げ の一般 的基 準 と し て 受 け入れ るこ とを拒

否 し,解 決 は 関係 国間 の協議 に 委ね られ るこ とに な った。

関税 交渉 一つ を とって も,そ こに は以上 の よ うな多 くの論争 点 が存 在す るが
,

交 渉 に最 大 の イソパ ク トを与 えた要 因は,EECが 関税 格 差 を問題 に し,関 税格

差 の基 準 が定 め られ た ことであ る。 格差 基準 が 定 立 され た こ とは ,格 差 原 理 を

発 動 し て関税 引 き幅 を小 さ くす る権 利 をlinearcountries),r与 え る もので あ り,

そ のた めす べ て のlinearcountriesは,他 のlinearcountriesが この よ うな行動 を

とる こ とに よって,自 国の与}る 譲許 と受 け る譲許 の全 体 の バ ラソ スが崩 れ る

か ど うか,ま た どの程度 崩れ るか を品 目ご とに評価 せ ねば な らな くな り,品 目
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別国別交渉に大 き く道を開 くことにな ったのである。そ して全体 の譲許 のバ ラ

ソスは例外品 目まで含めて秤量 されねぽ ならず,例 外 リス トに関す る交渉が重

要 となるのだが,前 述 の ように,例 外品 目数 までも取引の材料 にされたのであ

墓 こ うし てlinearc。untries間 の 交 渉 に お い て も,「 一 律5・ パ ー セ ン ト引 き下

げ」 は 作業i上の仮 説(w・rkinghyp・thesis)に 留 ま り,関 税 交渉 は この仮 説 に基

づ くと ともに,関 税格 差,農 業 問題,例 外品 目,非 関税 措置 等 々の諸 問題を 考

慮 し,相 互主 義を 達成 す る方 向 で進 め られ る ことが 確認 され た の であ る。 ケネ

デ ィ ・ラウソ ドにお け る関税 交渉 は,一 括 引 き下げ 方 式 と旧来 の品 目別 国別交

渉 方 式 の混合 種 であ った 。

ア メ リカ とEECと い う二 大superpowersの 角逐 に 彩 られた ケネ デ ィ ・ラウ

ン ドは,関 税 交渉 に つ い ては,世 界貿 易 の75パ ー セ ン トを 占め る41か 国(EEC

を6か 国 と数えれば46か 国)が 参 加 し,譲 許 品 目数30,300,平 均関 税 引 き下 げ 率

35パ ー セソ トとい う成 果 を 実現 した 。 また ダソ ピ ン グ ・コー ドの成立 やASP

制 度 の廃止 な ど非 関税 措置 の除去 の た めの取 組 を合 わせ るな らば,そ の成果 は

これ までに な く大 きい ものだ と言 うこ とが で き る。 しか し,国 際通 商 にお け る

力の支配 に対 す る もの として の法 の支 配 を 目的 とす るGATTに 視 点 を置 くな

らば,重 要 な ことは,ケ ネデ ィ ・ラ ウソ ドの成果 が過 去 の関税 交渉 の実績 に較

べ 如何 に大 きい か,し か しア メ リカの当初 の構 想 に比 すれ ぽ 如何 に大 幅 な後退

であ った かを 確認す る ことで は な く,国 際 通 商を 律す る法体 系 として のGATT

が ケ ネデ ィ ・ラ ウソ ドに どの よ うな イソパ ク トを 与 えた のか,そ して逆 に ケ ネ

デ ィ ・ラ ウソ ド),rよってGATTは どの よ うな変 容 を蒙 った の かを 明 らか にす

る こ とで あ る。

GATT第28条 の2は 関税 交渉 の方式 として,品 目別交 渉 だ けで な く 「関 係

締 約 国が受 諾す る多角的 手続 」 を適 用 した 交渉 を定 め てい る。 ケネデ ィ ・ラ ウ

ソ ドは,一 括 引 き下 げ ル ール を適用 す る ことに よ ってs後 者の 方式 を初 め て実

践 し よ うとした もの であ る。 しか し一律50パ ー セ ソ トの 引 き下 げは 作業 上 の仮

説に留 ま り,交 渉 に は相 互主義 が例外 としてでは な く広範 に入 り込 ん だ。 ケネ

デ ィ ・ラ ウン ドの経験 は 相互 主 義 の考 えが如 何 に根 強い か を示 す もの であ り,
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相互主義が このよ うに強い影響力をもっている限 り,ル..._ルに よって関税交渉

を一定 の方 向へ導 くことがほ とん ど不可能 であることを如実に示 した。我国に

おけ る関税問題 の泰斗 岡茂男氏は,相 互主義へ の固執を,等 価交換原理 とい う

資本主義に鮒 る商品交換原理の関税交幽 こおける現れであると言われ9.だ

が相互主義を商品交換における等価性 に擬す ることができるのは,社 会的必要

労働時間 とい う商品交換 における等価性の基準 に匹敵す る,関 税譲許におけ る

等価性 の基準を概念 として確定 し うる限 りにおいてであ る。 しか し第2節 でみ

た ように,こ の よ うな基準を定め ることは できない。そ うなると,相 手国か ら

受ける譲 許に見合 って 自国 も譲許を与える とい う相互主義は,自 国の与える譲

許をできるだけ少な くす るた めの原理に転化す る。譲許の交換 とは,重 商主義

的取引であ り,GATTの 機能はそれに必要なpaperworkを 提供す る ことにす
　

ぎない と言われ るの も故なきことではない。

関税引ぎ下げを縮小均衡化す る相互主義が広範に導 き入れ られたにもかかわ

らず,ケ ネデ ィ ・ラウン ドが これ までにない成果を挙げる ことがで きたのはy

む しろGATT原 則を侵害す る要素が生 まれたためである。GATTは 多角的

な協議 と交渉に よって通商問題 の解決を図る ことを支柱の一つにしている。 だ

が このルールが意味をもつのは,諸 国の力にそれほ ど大 きな格差がない場合に

限 られる。 アメ リカとEECと い う二 つ のsuperpowersが 存在 す る よ うに な

ると,通 商問題 の多 くは これ らの間で交渉 され,そ の結果 が交渉全体 の動向を

左右す るようにな る。 ケネデ ィ ・ラ ウン ドにお いて これ までにない大 きい関税

引き下げの成果が得 られたのは,ア メ リカとEECと い う二大superpowersが

ぎ りぎ りまで利害 の妥協を図 った結果である。無差別原則を侵害す る関税 同盟

としてのEECの 成立は,ア メ リカを して,対 外共通関税の壁を打 ち崩す こと

を 目的 とした ケネデ ィ ・ラウン ドを推進せ しめ る動機 とな った。関税格差を巡

る激 しい対立を引き起 こしなが ら,両 者を妥協へ向かわせたのは,ア メ リカの

広大な国内市場 と域内関税 を撤廃した,そ れ に劣 らぬ広大な共同市場の もつ魅

力である。両者が広大な国内市場 をもつためにr関 税引 き下げが相手に与える

潜在 的利益は相互に大きい ものにな り,妥 協点を見出す ことが可能 とな ったの
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であ る。 またEECが 統一 体 とし て関税 交渉 に参 加 す る よ うに な り・ 交 渉 の窓

口がEECに 一元 化 され た方 が,6か 国が個 別 に交 渉 を行 うよ りも効 率的 な交

渉 が可能 とな る こ とは 言 うまで もない。GATTが 信 を置 く自由競争 では な く・

ア メ リカ とEECの 二 大superpowersの 間 の交渉 とい う,い わぽ世 界経済 の寡

占化 に よって,大 きな関税 引 き下 げ の成果 が得 られ た ので あ る。

4.2コ ー ド主義 の功罪一一東京 ラウン ドー

ケネデ ィ ・ラウン ドにおける関税論議は,東 京 ラウン ドにおいても,関 税 引

き下げ方式 として平準化方式を主張す るEC,日 本,ス イス と原則 として一律

60パ ーセン ト引き下げの立場を譲 らないア メ リカとの対立 となって再現された。

両者の対立に対 して,引 き下げ方式 としてはス イスの示 した平準化方式を採用

し,か つ加重平均で40パ ーセソ トの引き下げ率を 目指す とい う,ケ ネデ ィ ・ラ

ウン ドと同様 の混合種 の妥協が図られた。

これ までの多角的貿易交渉に比 して東京 ラウン ドの特徴は,非 関税措置が議

論の中心に置かれた点にある。過去6回 の関税交渉 の結果,各 国の関税 水準は

低下 し,貿 易に とって大 きな障害 とはな らな くなった。その反面でs貿 易を阻

害す る要 因 として非関税措置の存在 が クローズ ・ア ップされて きた ことが,非

関税措置についての本格的論議を必要 とす る よ うにな ったのであ る。東京 ラウ

ン ドでは,非 関税措置 の貿易制限作用を押さえ ることを 目的 とした非関税措置

に関する7つ の コー ドを含む下記の11の コー ドが成立 した。

{Dダ ン ピング防止協定

②補助金 ・相殺関税に関す る協定

(3)関税評価に関す る協定

(4)技術的貿易障害丁,r関す る協定(ス タソダー ド)

⑤輸入許可手続に関す る協定(ラ ィセソシソグ)

⑥航空機協定

⑦政府調達 に関す る協定

{8)国際酪農品取極
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表10ガ ッ ト規定 とコー ドとの関係

事 項 名

一般協定'

の主要関
係条文

コー ドの名称 コー ドの主 な 目的

補 助 金 第16条 補助金 ・相殺 第16条(補 助金)の 解釈 と具体的運用

措置協定 方法の策定
相 殺 関 税 第6条 補助金 ・相殺 第6条(相 殺関税)の 解釈 と具体的運

措置協定 用方法の策定
ダンピング防止税 第6条 ダン ピソグ防 第6条(ダ ンピング防止税)の 解釈と

止協定 具体的運用方法の策定
関 税 評 価 第7条 関税評価協定 第7条(関 税評価)の 具体的運用方法

及び同議定書 の策定
政 府 調 達 第3条 政府調達協定 第3条 第8項 及び第17条 第2項 の規定

第8項s に拘 らず,政 府調達に際して,内 国民

第17条 待遇及び無差別待遇を供与する

第2項

輸 入 許 可 第8条, ラ イセ ン シ ン ライ センシ ング手続 の一層の 簡易化,

第10条, グ協定 透明化及び公正かつ衡平な運用方法の

第13条 策定
規 格 ・基 準 第1条, ス タ ン ダ ー ド 規格及び認証制度の分野における無差

第3条 協定 別待遇及び内国民待遇の供与の内容の

民 間 航 空 機 第2条,

第11条,

第16条

明確化 と規格及び認証制度の立案,制

定・運用におけ る透明性の確保

民間航空機協 民間航空機貿易の分野におけ る関税の

定 撤廃及び輸入制限の禁止並びにスタソ

ダー ド協定及び補助金 ・相殺措置協定

の準用

(出所)三 宅正太郎編著 『貿易摩擦とガット』88ページ。

⑨ 牛 肉取 極

㈲世 界 貿易 を 律す るた めの枠 組 み

⑪ 農 業 に関 す る多 角 的枠 組み

各　 ド炉 容については・そ紡 のGATT規 定との蘇 を示し懐 ・・を

挙げる瑠 め・ ここでは・ コー ドのGATTと の関係 とい う法制的姻 題 とコ

ー ドが貿易に実際に どの ような影響 を及ぼ しているか とい う実態的
な問題 につ

いて考察しよ う。

東京 ラウソ ドで成立 した コー ドはGATT規 定の細則 とい う位置付けにあ る
。
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コー ドとい う形でGATT規 定の内容を明確にす ることに よって,GATT原

則が強化され た側面は存在す る。次の諸点がそ うである。

(1)補助金 ・相殺関税 に関す る協定に よって,相 殺関税 を発動するには,補 助

金 と国内産業の損害の間に因果関係が存在せねばな らない ことが定 められ,そ

の恣意的な発動に歯止めがかけられた。 ア メ リカの相殺関税賦課の根拠規定は

1930年 関税法第303条 にあるが,第303条 はf発 動要件 として,補 助金 と国内産

業の損害 との間 の因果関係の存在 を欠 く,つ ま り輸 出国で補助金が交付され て

いれ ぽ,米 国産業 の損害 の如何にかかわ らず,相 殺 関税を賦課 し うる点で・G

ATT第6条 と整合的でない。そ うであ るに もかかわ らず・第303条 は祖父権に

よって違法性 を阻却 され てい るのである。 この点を特に問題にしたのはf農 産

物に広範 な輸出補助金を交付してい るECで ある。ECに とっては・米国相殺関

税法制に損害要件を組み入れ ることは至上命令であ った。一方,ア メ リカが最

も眼を光 らせてい るのがECの 農産物輸出補助金であることは言 うまで もない。

補助金 ・相殺関税を巡 る両者の睨み合いは、,相殺関税 の規制に最大の関心を示

すECと 補助金の規制強化に交渉 の重点を置 くアメ リカとい う対立を生み・補

助金 ・相殺関税に関す る交渉を東京 ラウン ドにおける最 も困難な交渉の一つに

した。難行の末成立した協定では,ECと ア メ リカの主張が一括 して取 り扱わ

れ てい る。 まず相殺関税を賦課す るためには,補 助金を受けた産品の輸入が国

内産業に損害を与えてい ることが立証 されねばな らない とい う規定が盛 り込 ま

れた。 これに従い,1979年 米国通商協定法 では,相 殺関税法規に損害要 件が設け'

られ るよ うになる。 同時に協定は補助金に対して も厳 しい規制を加えた。輸 出

補助金については,二 次製品に対して輸 出補助金を交付してはな らない ことが

定め られ,さ らに輸出補助金の範囲を 明確iにす るために,そ れに該当する措置

の例 として,政 府が輸 出実績に基づいて補助金を交付す ること,外 貨資金特別

割当制度等に よる輸 出奨励,国 内向貨物 よ りも有利な条件で,政 府が輸出貨物

の国内運送料を負担す ること等12項 目が附属書に示 されたのである。 また従来

一次産 品 とされていた鉱産物は二次製品 として扱われ ることにな り,鉱 産物へ

の輸 出補助金の交付は禁止 され ることになった。
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②関税評価に関す る協定は,従 価税賦課の基 準となる課税価額が恣意的に決

め られ るのを防 ぐことを 目的 とした ものであ り,輸 入貨物の取引価額を課税基

準 とす ることを原則 として定めている。関税評価 コー ドの成立に よって,こ の

原則か ら逸脱 した評価制度が禁止され る ことにな った。すなわ ち実際の輸入価

額 ではな くア メ リカでの販売価額 を ベ ー ス に 関税評価 を 行 うASP評 価制度

(アメリカ)s輸 出価格または輸出国の国内価格のい ず れ か 高い方を課税基準 と

す る402A条 評価制度(同)r輸 出国の 国内販売価格を関税評価 の基準 とす る

公正市場価格価額評価制度(カ ナダ)と い う恣意的 な 関税評価制度が廃止 され

る よ うにな った点に,こ の コー ドの意義がある。

(3)政府調達 は これ までGATT原 則 の例外 とされ,国 産品優遇政策が とられ

てきた。政府調達 に関す る協定は,政 府調達 に も内国民待遇 と差別無原則を適

用 し,そ の市場を国際的に開放す ることを 目的 とした ものであ る。 この協定が

適用 され る下限は,一 件当た り15万SDRの 物品調達 であ り,調 達 は公開入札

または選択入札に よって行われねば ならず,随 意契約は例外的な場合にのみ認

め られ る。

しか し同時に,コ ー ドにはGATT原 則 の後退を もた らした側面 も少なか ら

ず存在する。 コー ドの内容をみ るな らぽ,GATT規 定の補足 ・具体化ではな

く,そ の変更,新 たな内容 の追加 となってい るものがある。政府調達に内国民

待遇 と無差別原則が適用 され るよ うにな った こと等はそ うであ る。それ らは本

来fGATT規 定その ものを改正 して その中に組み入れ られ るべ きものであ る。

そ うされずに コー ドがGATTと は別の独立 した条約 または締約国団の決定 と

されたのは,GATT規 定の改正については,諸 国の対立が 激 し くi改 正に必

要 な賛成を得 ることが困難だからであ る。

コー ドに関 して最 も論議を呼んだ ことはfGATTの 注釈た る位置づけにあ

る コー ドを受諾 した締約国は,コ ー ドの受諾か ら生じる義務を他のすべての締

約国に拡大す ることを要求され るか否か とい う問題 であ る。大方 の締約国は,

GATTの 無条件最恵国待遇原則 に従いfコ ー ドに条件付最恵国待遇原則を適

用する ことつ ま りコー ドの差別的適用 に反対 した。だがそれに もかかわ らず,
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ア メ リカは コー ドの適 用 に 国に よって差別 を 設 けた。 多 角 的貿 易交渉 に関す る

ア メ リカの法 制は,(1)ア メ リカの多 角的 貿 易交 渉へ の参 加 に関 す る法 的 フ レー

ム,② ア メ リカ政 府 代表 が多 角 的貿 易協 定 を受 諾す る権 利 に関 す る法 的 フ レー

ム,③ 協 定 の受 諾か ら生 じ る義 務 を 国 内で実 行す るた めの法的 フレー ム とい う

三つ の段 階か ら成 る。 こ こで問題 なのは(3)で あ る。 ア メ リカにおい ては 多角 的

貿 易協定 は 自動 発 効的(self-executing)で は ない。 つ ま りコー ドの受 諾 か ら生 じ

る義 務は 無条 件 に実 行 され る のでは な くi特 定 の法 律 に従 って実行 され る ので

あ る。 非 関税 措置 に関 す る コー ドの うち,補 助金 ・相殺 関税,関 税 評価,政 府

調達,ス タ ン ダー ド,航 空 機 に関す る コー ドにつ い ては,交 渉代 表 者L.ド

受 諾 の権 限 を与 え る1979年 通 商協 定 法が 同時 セこ,コ ー ドに 規定 され た 義務 を実

行す る権 限 を与 え る国 内法 の源 泉 とな ってい る。 このた め上記 の5つ の コー ド

の うち,補 助 金 ・相殺 関 税,政 府 調 達,ス タソ ダー ドの3つ の コー ドに対 して

は,1979年 通商 協定 法 に基づ い て,=条 件 付 最恵 国待遇 が 適用 され た。

(1)第101条 に基 づ い て,損 害 認定 を 含 んだ 新 しい米 国 相殺 関税 法は,補 助金 ・

相殺 関税 コー ドを受 け入 れた 国 に のみ適用 され る。 同 コー ドを 受諾 しなか った

国 または これ と実質 的 に 同等 の義務 を 負担 してい ない 国に対 し ては,1979年 通

商 協定 法 に よって修 正 され る以前 の,損 害 認定 を必 要 としな い1930年 関税 法第

303条 の規定 が 適用 され る。

(2)第301条 に基 づい て,政 府調 達 コー ドの規定 の実行 は,主 として,同 コー

ドを 受諾 したか また は ア メ リカに対 してそれ と同等 の 適切 な措 置を とる国に限

定 され る。

(3)第441条 に 基づ い て,ス タン ダー ド ・コー ドに おけ る手続 上 の権利 は,ア
　

メ リカに同等の待遇を保証する一定の国に限定 され る。

互恵通商協定法では アメ リカは,関 税引 き下げについ て条件付最恵国待遇原

則を採 っていたが,東 京 ラウソ ドのコー ドに関す るアメ リカの姿勢は,非 関税

措置 の領域に相互主義を持ち込む ことを正式に表明す るものであ る。近年ア メ

リカは、,米加 自由貿易協定に代表 され る二 国間協定のネ ッ トワー クの形成を新

しい世界経済戦略 として打ち出して来 てい るが,協 定相手国に とって も,関 税
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上の優遇 よ りもむ しろ非関税措置の適用の選 別的免除を獲得す ることが,協 定
　

締結 の メ リッ トとな って くるで あ ろ う。

岡茂 男氏 は,GATT体 制 を 強化す る とい う意 図 に 反 して,コ ー ドの制定 が

鰭 別原則を後退 させた側面 として,次 の5点 を挙げてお られ9。

第一に,コ ー ドへの加盟 国が,表11の よ うに,先 進国を中心 とす る9～25か

国 とECに 限定 されたためs同 じGATT正 式加盟国であ って も,コ ー ド加盟

国 と非 加盟国 との間にGATT上 の権利,義 務について格差が生 じ,差 別が も

たらされ ることになった。

第二 に,政 府調達協定や輸入許可手続協定(ラ ィセソシング)な どでは,同 じ

協定加盟国であ っても,特 定 の加盟国間で協定を適用 しない ことが認め られたc

GATT第35条 と同じ不適用条項 の新設 であ る。

第三に,開 発途上国に対す る特別優遇措置が各 コー ドにおいて認められ,無

差別原則のさらに大 きな後退が生 じた。それが最 も鮮明に表われ ているのは,

世界貿易を律す るための枠組みにおけ る次の集約的規定 であ る。rGATT締 約

国は,一 般協定第1条 の規定に もかかわ らず,異 なるかつ一層有利な待遇 を,

他 の締約国に与えることなしに,開 発途上国に与えることがで きる。kJ

第四に,ラ イセソス協定 では,い まなお差別的輸入許可を行 っている西欧諸

国の反対に よってsこ の協定に無差別原則を貫 くことに失敗 してい る。

第五に,ダ ソピソ グ防止協定については,旧 協定 のほかに新協定が作成 され,

同0分 野に二つの協定が併存す るとい う変則的事態 が もた らされた。 ダン ピン

グ防止税の乱用 を防 ぐために,既 に ケネデ ィ ・ラ ウン ドでrGATT第6条 に

関す る協定」(旧協定)が 策定 されたが,東 京 ラウン ドで補助金 ・相殺関税協定

が新たに成立 したため,こ れ との整合性を図るために旧協定が改正されたので

ある。 ダソ ピン グと国内産業の損害の間に因果関係が存在す ることを,ダ ソピ

ング防止税賦課の要件 としてい る点では,新 旧両協定は同じであ る。両協定の

最大 の相違は,旧 協定では ダン ピン グが損害 の 「主要原因であ ることが明白で

あ る」 ことが要求 されていたが,新 協定では 「他 の要 因に よる損害を ダソ ピン

グ輸入に帰してはな らない」 と規定され るに留ま り,発 動要件が緩和 された点
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表11東 京ラウン ド主要協定類の受諾 ・実施状況 (1985.1.1現 在)

主 要 協 定 類
受 諾 国 数 実 施 国 数

総 計嶢幽 鯉 畿総 計嶢鋸 内開発
途上国

非
関
税
措
置
協
定

補助金 ・ 相殺措置協定

ダ ソ ピ ン グ防 止 協 定

ス タ ソ ダ ー ド協 定

輸 入 許 可 手 続 協 定

民 間 航 空 機 協 定

関 税 評 価 協 定

政 府 調 達 協 定

19-{-EC

20十EC

25十EC

22十EC

9十EC

23--1--EC

IO-}-EC

10-{-EC

9十EC

9-}-EC

10+EC

7-{-EC

10十EC

8十EC

9

11

16

12

2

13

2

18十EC

19十EC

22-}-EC

21-{-EC

8十EC

1?一}-EC

10十EC

10十EC

9十EC

9-f--EC

10十EC

7r-EC

10-{-EC

8十EC

S

10

13

11

1

7

2

黙 レ ユ ネ ー ブ議定 書
2・+Ect・ ・+EC・ ・ ・9+EC・ ・+ECg

そ
の
他

国 際 酪 農 品 取 極

牛 肉 取 極

17十EC

23-一{一一EC

9-}-EC

10--1-EC

8

13

16十EC

22十EC

9十EC

Io十EC

7

12

(注)1)実 施国数には,1985年1月1日 よ り実施予定 の国(カ ナダと韓国の関税評価協定)を 含

む。

2)先 進 国でまだ受諾 していない協定は,カ ナダ(酪 農品),豪 州(関 税 ・ス タンダー ド・

民間航空 ・政府調達),ニ ュー ジラソ ド(ダ ソ ピソグ ・民間航空 ・政府調達)で ある。

3)開 発途上国で政府調達協定を実施 してい るのは,シ ンガポール とイスラエルだけ で ある.

4)国 際酪農 品取極 については,ア メ リカが,84.12.14脱 退を通告 し,85.2.i2発 効の予定。

5)大 蔵省資料 によって作成。

(出所)岡 茂男 「非関税措置国際 コー ドとガ ッ ト体制一 協議 ・紛争処理 ・監視制度の創設一 」

r武蔵大学論集』第32巻 第5・6F」,1985年3月,9ペ ー ジ。

),rあ碧.こ の 分野 では,GATT加 盟 国 と旧協 定X国(25か 国プラスEC)と の

間だけでな く,後 者 と新協定受 諾国(20か 国プラスEC)と の間に も拡差が生 じ

ることにな り,差 別は二重化された と言 うことができる。

コー ドは無差別主i義とい うGATTの 基本原則を後退させ,法 制面におい て不

確実性の領域を拡大 しただけではない。非関税措置の貿易制限的作用を制限す

るためのコー ドは,実 態面においても,現 実の貿易システムの不確実性を増幅

す るとい う負のエネルギーを もつ ものであった。国際通商は多種多様 の双務的

あ るいは多角的な協定お よび取極に よって律せ られてい る。その中心には もち

ろんGATTが あるが,GATT諸 規定 に関す る注釈,GATT加 盟国 と非加盟

国の間の二国間協定,特 定の貨物 の貿易を規制す るGATT枠 外の差別的な協

定 ・取極(MFA,輸 出自主規制協定)な どの多 くの要素がその周囲に配置 されて
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い る。 これ らの複 雑 に絡 み合 った協 定 ・取 極 の総体 に よ って構 成 され てい る
,

国際通 商 を規 制 す る枠 組 をtraderelationsystemと 呼ぼ う。traderelation

systemに お い て中心 的役 割 を果 た す要 素 は,戦 後,徐 々に しか し確実 に変 化 し

て きた。GATTの 誕 生 以来,貿 易 を規制 す る主 要 な手段 は 関税 であ った が,多

角的 貿易 交渉 を通 じて関 税 が 引 き下 げ られ るに従 い,諸 国 は 国内生 産 者 を保 護

す るため に,相 殺 関税,ダ ン ピン グ防 止税 とい う弾 力的 な方 法に 訴 え る よ うに

な って きた。 言い 換 えれ ぽ,traderelationsystemは,基 準 の 明確 な関税 を 中

心 とした シ ステ ムか ら発動 の基 準 が必 ず し も明確 で ない非 関税 措置 が 中心 的役

割 を果 た す シ ス テ ム へ と変 化 し て きた ので あ る。 この 変化 をtraderelation

SyStemのtariffsystemか らC・ntingencysystemへ の 移 行 と 言 い 劾 鵬
。

ア メ リカは ケネ デ ィ ・ラウソ ドを境 に,ダ ン ピン グ防止措 置 に頻 繁 に訴xる

よ うに な った。 そ こには 巨大 多 国籍 企業 の隠れ た ダン ピン グを取 り締 ま るア メ

リカの意 図が あ った と言われ る。 だ が ダン ピソ グ防止 措置 の行 使 が合 法 的 な貿

易を も阻害 しか ね ない こ とか ら,ケ ネデ ィ ・ラ ウン ドにお い て,ダ ン ピン グ ・

コー ドが策 定 され た のであ る。 だ が コー ドの策 定 は
,ダ ン ピソ グ防止税 の恣意

的 発 動を規 制す る とい う意 図 とは逆 の結果 を もた らす もの であ った。 とい うの

は,コ ー ドの策 定 は,反 面 では,そ こに定 め られ た手続 と行政 上 の テ クニ ック

のす べ てを,貿 易 を制 限す るため に行 使す る権利 を ,コ ー ド署 名 国 に与 え る こ

とに な るか らであ る。 貿 易 の阻害 要 因 とな る不確 実性 を取 り除 くこ とが,コ ー

ド策 定 の 目的 で あ る。 だが コー ドが世 界貿 易 を律 す る フレー ム とな りうるの は,

コー ドが,世 界 経 済 の構造 に 内在 す る現 実 の理 性 を 自らの理性 とし てい る限 り

に お いて であ る。 コー ドの理 性 が架 空 の理 性 であ るな らぽ ,コ ー ドは,そ こで

規定 され たすぺ ての手 段 を貿 易 を制 限す るため に用 い る ことを 署名 国政府 に認

め る,い わ ば お墨付 とな り,貿 易 に 介 入す る政 府 の力 をか え って増 大 させ る こ

とに な る。 事 実i態 は この よ うに 進 ん で きてい る。 表12に 示 され る よ うに,調

査 開 始件 数.暫 定 措 置件 数,ダ ソ ピソ グ防 止税賦 課件 数 の どれ を み て も,主 要 先

進 国は増h頻 繁 に ダン ピン グ防止措 置 に訴 え る よ うにな ってお り,80年 代 に入

ってaそ の 水位は 一段 階 高 まって い る。 相殺関 税 につ い て も,ひ と りそれ に大
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表12ダ ン ピ ン グ 防 止 措 置 の

期 間

ア メ リ カ

調査開

始件数

暫 定

措 置

最 終 決 定

束約格価
ン
税
課

ピ
止

ン
防

ダ
グ
賦

E(E)C(イ ギ リス)

調査開始

件 数
暫定措置

最 終 決 定

ダンピン
グ防止税 価格約束
賦 課

1968年7月 一1969年6月112「 『5一 12・口4口1口1

1969年7月 一197・年6月127141 5 618-{Il2

1購7月 一1971年6周2211411・1 3回6H2H413i2

・971年7月 一1972年6周3912gl161 4119-L-391

1972年7月 一1973年6月1271231 9 61417HIH2}8i2
1973年7月 一1974年6周 ユ・1121121 612(一)1-1-13(一)

1974年7月 一1975年6別1・ 51--16(6)2(2)1 1C1) 3(1)

1975年7月 一1976年6月1刎151 2 2119C14)11(1)1(1)13(2)
1976年7月 一1977年6月115181 3 gl29(2・)7(5)15(3)118(15)

1977年7月 一1978年6周44117i1・1 1123(一)11(2)14(1)17(1)

1978年7月 一1979年6月144i181131 518(一)15(一)16C-)114(一)

1979年7月 一198・年6月a3711gl 91-117 2 2 8

198・年7月 一1981年6月11519i 4 1122 8 518
1981年7月 一1982年6周511111471 1ss 7 5117
1982年7月 ～1983年6月i19{251 9 ユ1261181 8125
1983年7月 一1984年6月146}361331■3311・1 1・113

1984年7月 一1985年6周61137i281■341111 7115
1985年7月 一1986年6周63143125 刊23i 61711
1986年7月 一1987年6月141i551381 21712 7111
(注)dECと カナダの場 合はi1980年1月 ～1980年6月 。ECに ついては,1973年6月 までは,

EECに よる各措置 の発動 件数 を左欄 に,イ ギ リスに よるそれを右欄に示 した。 また1973年7

月か ら1979年6月 までの括弧内の数 値は,ECに よる各措置 の発動件数の うち,イ ギ リスの発

動件数 を示す。

(出所)GATT,BCxSZCInstrumentsaidSelectedDocuments各 号。
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発 動 惰 況

カ ナ ダ

'調査開始

件 数
暫定措置

最 終

ダンピソグ
防止税賦課

決 定

価格約束

オ ー ス ト ラ リ ア

調査開始

件 数

9

暫定措置

最 終 決 定

島議 巌 鵬 約束一儒
U

　

2

騨

0
り

4

閣

0
り

}

Ω
∪

-
よ

一

4

鼎

e
O

10 6 3

7 2 2

7 6 4

15121611341gI7

2・14[二=i=一 一「 「「 「「 「
tgIB13-?6TI5

13

一

26

12 8 2b 9 8 4

20 8 1 1 1

29 20 15 1

64 23 8 一1
報告なし

48 37 71 33 39巨 ・

26 40 13 70 22 32 7

35 31 16 1 63 25 15 3

27 23 25 2 54 32 20 5

24 12 8 2 40 r7 3 1
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表13相 殺 関 税 措 置 の

CE

定決終最

束約格
陣

税
課関殺相賦

1-il-
41

1ーー
年5719～9718

1-tlー

一

lll
年6719～5919

ーーll-
17

1-i
年7419～碑19

ーー1ーー
12

-iー
年7819

1-i
1

1i
12

-
28

-
32

ー
胡年8019～哨年7919

1ーー

一

1
3

i
5

1
12

-
17

1
朗年8119～用年8019

ーー1
1

1i
g

1
46

-
75

i
朋年8219～凋年8119

ー
1

11
3

ーー
23

1
34

1
35

i
胡年8319～明年8219

1
2

1
1

1
1

1

一

4

1
17

-
22

i
胴年8419～明年8319

一

-

一

1

「

1
一

ー
6

-
21

-
39

1
60

1
胡年8519～明年8419

llI-
1

1
17

1
24

ー
娼

-
胡年8619～凋年8519

lii-
2

-
16

-
16

i
11

1
胡年8719～閉年8619

置措定暫
始

数開査調件

カリメア

定決終最

束約格
陣

税
課関殺相賦

liーー
15

11
年7619

定

置暫措

1

査
始
数調開件

間期

(出 所)1897～1978年 ま で の ア メ リ カに よ る相 殺 関 税 賦 課 件 数 に つ い て は,R.B.ReichBeyond

FreeTrade,Foreign4が α'75Val.61No.4,Spring1983,Pμ791-792,そ の 他 はGATT,

BasicInstrumentsandSelectedZ)ocuments各 号 に よ る 。

き く頼 ってい るア メ リカに関 しては,事 態は 同様 であ る(表13)。 東 京 ラ ウン ド

の結果,コ ー ドの もつ 負のエ ネルギ ー一は一 層強 ま つた。 そ の一つ の要 因は,補

助 金 ・相 殺関税 に 関す る協 定 に おい て,二 次製 品に対 し て交 付す る こ との禁 止

され る補助 金 の 例 として,12の 措置 が 示 され た こ と で あ る。traderelation

systemがtariffsystemか らcontingencysystemへ と傾 斜 してい る情況 下 では,こ

れ は他 国 の措置 が例示 され た ものに該 当す る として,相 殺関 税 を発動 す るた め

の絶 好の契機 を 与 え る もので あ る。 コー ドの貿 易 に対 す る負 の作用 は これ に 留

ま らない 。非 関税 措 置 の発動 を コソ トmル すべ きはず の コー ドが,か え つて貿

易 を巡 る環 境 に不確 実性 を 増 々充満 させ る よ うに な ってい る こ とが,確 実性 を

求め て,諸 国を様 々の形態 の輸 出規制 協定 の締 結 へ と駆 り立 ててい るの であ る。
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発 動 情 況

アリラト
一ナ

定決終最

束約格価
-

税
課関殺相賦

ーー

1

Il
「

ー1

1
I1

2

l1
6

1
1

1
3

ー

一

1
6

3
1

【

1
2

1

置措定暫

ーーー

ーー

ーーー

lii

lI

3

1
5

始

数開査調件

ー1

1ー

ー

,

ー

i
6

ー
3

ー

ダナカ

定決終最

束約格価
ー

税
課関殺相賦

1ー

ー1

1ー

ll
ー1

1ー

ー1

ー1ー

一

ー1

1-
3

11
3

ー
3

1
1

-
1

3

ー
一

1
2

置措定暫

ーー

ー1

ー1

ーー

3

i
3

ー
1

1

1
2

1
2

1
1

ー
工

1
3

1

始

数開査調件

1

1
3

ー
一

2

1
3

ー
4

contingencysystemの 中心=概念 は 「損害 」(injury)で あ る。 「損害」 とい う言

葉 はGATTで しば しば 用 い られ てい るに もかかわ らず,そ の判 定 基準 は 明確

な ものでは・な い。GATTの 解釈 では損 害 の 認 定は 輸 入 国に よ つて な され る。

輸 入 国の損 害 認定 に 同意 しな い場 合 には,輸 出国は,損 害 は 引 き起 こされ てお

らずfそ の怖 れ もない こ とを証 明す る義務 を もつ 。 だが それ は 著 し く困難 で あ

る。 コー ドは,一 国 レヴ ェル で な され る この よ うな決定 を 国際 的 コン トmル

の下 に 置 くこ とは で きない。 コー ドの策 定に よ つてtraderelationsystemカ ミ国

際性 を失 い,一 層 恣意 的 な もの に な る可能性 は む しろ大 き くな つてい る と言 え

る。 ウル グア イ ・ラ ウン ドではサ ー ビス貿 易,投 資,知 的所 有権,農 業 保 護 問

題 につ い て コー ドを策 定す る こ とがagendaの 中心 に置 か れ てい る。 また最 近
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では現 産地 規 定 につ い て も同様 の提案 がな され てい る。 だ が コー ド主 義は 国際

的統一 ルー ルを 創 る ことは で きて も,そ の恣 意的 解釈 を 防 ぎえ ない。 逆に コー

ドが恣意 的解 釈 に根 拠 を 与}る こ とが あ り うる。 コー ド主義 はcontingency

systemを 新 たな 領域 に拡 大 し,貿 易を よ りpower-Orienteな ものにす る可 能

㈹

性 を 内包 し てい る。

5.GATT相 互 主 義 ル ー ルの 欠文

自由貿 易 の守 護神 とい う一 般 に抱 かれ てい る イメー ジ とはか け離 れたGATT

の 内実 を形容 す る言葉 には,「 法律 の 迷路」,「例 外 の体 系」,「 自由貿 易 の神 話」,

「重商 主義 的 取 引のpaperwork」 等 々,挙 げ るに事 欠 か ない。 だ が極 めを 付け た

のは,何 とい つて も,「 や っつ け仕 事 ほ ど長持 ち す る」(ガー ドナー)だ ろ う。 こ

れ らはい ずれ もGATTの 非 現 実性 を 言 い表 わ し て い る。tari狂systemか ら

contingencysystemへ のgraderelationsystemの 転換f貿 易促進 的 なはず の コ

ー ドの貿 易制 限 的 ・逆 噴 射作 用 とい う事 態 の底 に も,GATTの 非現 実性 とい う

共 通 の底 土 が脈 打 つてい る。GATTの 非 現実性 は 国際法 としてのGATTの

性 格 に まず現 れ て い る。 これ まで も何 度 か 言及 した こ とだが,GATTは 国際

法 として特 殊 な在 り方を してい る。 す なわ ち一 般 の 国際公 法 と国内契 約法 は,

協 定 の締 結 を促進 す る こ とで は な く,な され た約 束 の実 行 を確 実にす る こ とを

目的 として い るのに 対 して,GATTは 関税 引 き下 げ の で き る だ け 多 くの合 意
㈲

の形成 を促進す ることを 目的 とし てい る点に,GATTの 特徴がある。一般 の

国際法がある 目的を体現 した協定を実行させるための法体系であるのに比 して,

GATTは その協定を締結す るための法体系なのであ る。 この ようなGATTと

対照的な前者の国際法の代表例がTMF協 定である。す なわちGATTは 迂回

を重ねて現実 に コ ミッ トす るが,IMF協 定はス トレー トに現実に着床 して い

る。様 々な協定を国際経済体制を実際に機能させ るためのアクター と考え るこ

とがで きる な らぽ,IMF協 定は現実に存在す る国際経済体制を維持す るため

の法体 系であるがiGATTは あ る 国際経済体制を将来 において創 り出すため

の法体系であ る,と 言 うことができる。IMFとGATTは 同一 の位相で手を携
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えて世 界経済を支え,動 か してい るのではない。両者の間には,国 際法 として

の性格上,決 定的な差異がある。戦後世 界経済は,国 際法 として正反対 の性格

を もつ この二つ の協定 によって法的枠組を与えられ たのである。

だが・GATTの 正体 を掴 む た めにはf考 察を国際法の次元に限 るのは不十

分である。国際法を世界経済の構造 とい う土台を反映 した上部構造 の0つ と考

えることができるならば,上 部構造を生み出す土台にまで眼を向けねばならな

い。IMF協 定 とGATTの 国際法 としての正反対 の性格は,両 者が世界経済

の構造を異な る位相で捉えていることを意味す る。すなわち一方は現実的な位

相で・他方は非現実的な位相で。世 界経済の構造 を捉える位 相の相違が,両 者

の国際法 としての性格 の相違 となって現われ てい るのである。

IMFは,固 定相場制に基 づ く統一的為替制度を維持す ることを基本的任務

として設立 され た。各国 は金 また は 金1オ ンス 寡35ド ルの価値を もつ米 ドル

に よって 自国通貨 の価値 を表示 す る(旧IMF協 定第4条 第1項)。 この よ うに

共通の呼称単位(c・mm・nden・minatGrMこ よって 表 わ され た 通貨価値を 「平価」

(parvalue)と 言 う。 平価から各国通貨間の関係が決 まる。 これを 「平価に よる

相場」(parity)と 言 う。そ して各国通貨当局は直物為替相場 をparityの 上下1

パーセン ト以内に維持す るために為替市場 に介入 す る義務 を 負 う(同 第4条 第

3項)。 通貨当局が介入義務 を 果た し うるためには,介 入 に よって 通貨 当局へ

転嫁 された外貨(ド ル)債 権の価値 が 安定 し ていなければ ならない。 これ を保

障す るのが アメ リカに よる金 ドル交換す なわ ち公的決済 の維持であ る。金 ドル

交換を維持 している限 り,ア メリカは為替相場安定 の義務を履行 してい るもの

とみなす とい う規定(同 第4条 第4項(b))は,固 定相場制は非米諸国の為替市場

への介入 とアメ リカの公 的決済 の実行 とい う二つの義務が ワソセ ッ トにな って

維持され ている現実の表れ である。固定相場制が維持 され るためには,さ ら),r

自由金市場が整え られねぽならない。金は国際決済手段 として機能す るだけで

な く,す なわち 「貨幣 としての貨幣」 として存在す るだけでな く,一 般商品 と

して取引 され る。 つ ま り金は存在を二重化す る。固定相場制が維持 され るため

には,金 の二重化した存在がパラレルな関係に置かれねばな らない。つ ま り金
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が商品 として取引 され るロン ドソ金市場における金価格が公定価格の水準に維

持 されねぽ ならない。そのための規定 が旧協定第4条 第2項 「平価を基礎 とす

る金の買入れ」 の 「基金は,加 盟国に よる金 の取引のために,平 価 の上下のマ

ージンを定める。加盟国は,平 価に所定 の"7,一一一ジソを加 えた価格で金を買い入

れrま たは平価か ら所定 のマー ジンを差し引いた額未満の価格で金を売 っては

な らない」 とい う規定である。 この規定は公定金価格の規制だけでな く,民 間

金市場における金価格の管理をも意 図した ものである。金 の市場価格が管理 さ

れねばな らないのは,存 在を二重化 した金が各国通貨の平価を表示す るニ ュメ

レールの地位にあるため,公 定価格に合致 しない価格で,商 品 としての金が取

引され るな らぽ,為 替相場の統一一が保たれ ないか らであ る。IMFが 為替安定の

ための短期資金供給機構 として機 能す るためには,さ らに も う一つの条件が必

要である。 それ が通貨の交換性 の維持,具 体的には,経 常的支払に対す る制限

の回避,差 別的通貨措置の回避,外 国保有i残高の交換可能性(第8条 第2・3・4項)

である。

以上を骨格 とす る旧IMF協 定は,現 実に存在す る,あ るいは ロソ ドソ金市

場が再開され,通 貨の交換性 が回復 され るまでの戦後過渡期を考慮に入れ るな

らぽ,将 来 のある時点において現実に存在す る国際経済制度を維持す るための

義務 と制限 ・禁止を加盟国に課してい る。すなわちIMFは 現実 とともに立 っ

てい る。世界経済の上部構造 としてのIMFのGATTと の最 も際立った相違

は この点にある。IMFが 現実 と ともに 立 っ てい る ことは,「 義務 と禁止の体

系」 とい う旧IMF協 定の国際法上 の 性格においてだけでな く,IMFの 現実

の展開過程 の中 に現 れ ている。IMFの 現実 との一体性 とは,し かしながら,

IMFが 何の困難 もな く平穏無事に機 能する ことを意味 す るものではない。む

しろ逆に,ド ル不足か ら ドル過剰への転換点 となった1958年 以降yア メ リカの

慢性的な国際収支の赤字のために固定相場制の維持は しばしぼ困難に陥 り,そ

してその原 因であ るア メ リカの国際収支赤字の最大の要因たる対外援助は、,植

民地体制の解体 と冷戦下にある資本主義世界体制を支}る ために不可欠の費用

であ るため削減す ることは できず,そ の結果,様 々の国際通貨協力が必要 とな
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った。 その最後の砦が金 プール制度(1961-68年)で あ る。だが,こ れ も68年3

月崩壊 した。金 プール制度の解体は 固定相場制を維持するための前提条件 たる

金価格管理の放棄 である。 自由金市場への介入がな されず,金 の市場価格が公

定価格から乖離 して推移 し うるた め には(金 の二重価格制),非 米諸 国に よる金

交換の 自粛すなわち公的決済の事実上 の停止が不可欠であ る。公的決済がなさ

れ ないならば,固 定相場制の維持は,ひ と り,非 米諸 国の為替市場への無制限

の介入にかかる ことになる。 だが,本 来,金 交換を前提条件 としているに もか

かわ らず,そ れ を欠いた破行的な メカニズ ムに よって固定相場制を維持せねぽ

ならない となると,ア メ リカは別の次元 で負担 を強い られ る。 固定相場制を守

るために,金 交換のルー トを断たれ,価 値の安定性を欠いた外貨債権を蓄積せ

ざるをえない非米諸 国は,金 交換 自粛の受け入れ と引 き換えに,当 然,ア メ リ

カに金融節度を要求す る。その結果,ア メ リカは多国籍企業の活動能力 とベ ト

ナ ムにおけ る軍事行動に制限を加え ざるをえな くなる。資本主義の理性を体現

した金を追放 した ことの復讐を,ア メ リカは この よ うな形で受けているのであ

る。 アメ リカの世界戦略が,政 治 ・経済両面か らこれ らの手枷足枷を嵌められ

るよ うにな ったのは,そ のための現実的 メカニズムを失 ってい るに もかかわ ら

ずs固 定相場制の維持を至上命令 としてい るためであ る。 これ らの枷を脱 し,

政策 の自由度を回復す るためには,金 プール制の崩壊に よって既にその基盤を

喪失 してい る固定相場制を維 持す るとい う義務を放棄すれば よい。 この ことの

表 明が・ ニクソンの金 ドル交換停止声 明にほか ならない。 固定相場制の危機 と

崩壊 とい う劇的な場面 こそは,IMFの,矛 盾を抱 え た資本制経済 との一体性

を最 も鮮明に示す ものであ る。問題はsIMFが 資本制経済 の いか な る矛盾に

よっていかに規定 され てい るかにある。

生産の無政府性 とい う決 して廃棄 しえない矛盾をかかえる資本制経済は,交

換過程におけ る価値関係の形成を通'じて,私 的労働の社会的編成を実現せねぽ

な らない。 この価値関係の中心に立つのが貨幣であ る。すなわち私的労働の生

産物が貨幣 と等置 され ることを通 じて,あ るいは貨幣 の承認を受け ることに よ

って,具 体的有用労働 としての私的労働は,あ らゆる具体性 と有用性を削 ぎ落
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とされた,社 会的総労働の一分肢を分掌す る以外には意味を もたない抽象的人

間労働 としての社会的労働へ と生成する。資本 制経済は私的労働を社会的に編

成す ることに よって存立 してお り,そ れは貨 幣なしには実現 されない。そ うで

あ るが故に貨幣は生産に対 して禦肘力を もつ。 そして貨幣の生産に対す る禦肘

力を迂回化す るために信用が生み出 され,信 用に よる貨幣の節約が進められ,

それ と引 き換えに信用 の貨幣化が実現す る。そ うなると,私 的労働 の社会的編

成を経済空間の構成 と言い表わすな らば,本 来,貨 幣の もつ経済空間構成力は

信用に よって代位 され る。 信用は免換 と並んで貸付 ・還流 とい う収縮 のルー ト

を もつ。 しかし信用は貸付 ・還流 とい う水路にお となし く収まるものでは ない。

信用は還流を予定 して貸付けられ る ものではないか らである。信用 の運動 を貸

付 ・還流 とい うルー トにのみ委ねる ことに よっては,信 用 の本来 もつ発散性を

押さ}る ことはで きない。 信用が貨幣 二金を節約す るために生み 出された もの

である以上,信 用の発散性を制御 し うるのは貨幣以外にな く,そ のための方法

が免換である。そ こで信用に よって貨幣を節約す る と同時に,節 約 された貨幣

の新たな存在形態たる銀行準備金に よって信用 を規制 し,も って社会的需要に

一致 した労働編成を実現す る とい う媒介構造がで き上がる。金貨本位制,金 地

金本位制,金 為替本位制 とい う資本制経済における貨幣制度の発展は,貨 幣の

役割を対外決済用へ と限界化 し,信 用の規制を介 した貨幣の生産に対する禦肘

力を維持 しつつ迂回化 してゆ く過程 で あ った。IMF体 制においては この迂回

化は さらに進む。再生産 の世界的連関の中心に立つ とい う条件 と有力な国際金

融市易を もつ とい う条件に支え られて,中 心国通貨 ・ドルが国際通貨 の地位に

就 き,国 際決済は ドルに よって担われ るよ うになるが,IMF体 制においては,

国際通貨を支}る 構造の一要素た る信用 に対す る規制は民 間 レヴェルでの金現

送から,通 貨当局間に限定 された金交換へ と,つ ま り国家の手へ と迂 回化 され

る。 そして非米諸国は ドル との間に固定相場を維持す る義務を負い,こ の義務

が国内の信用に対する規制 力 として働 く。そ して固定相場 を維持す るための不

可欠 の条件 となってい るのが,ア メ リカに よる金交換である。金交換の維持は

世界経済全体に凝集力を与え るための最後 の拠 り所 とな ってい るのである。
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私的労働の社会的編成 が直接 にでは な く,商 品交換を介 して実現 されねばな

らない とい う資本制繍 における労働 の特殊 雄 格が,信 用を介 して どの よ う

に迂回化 され たルー トを通 じてであれ,貨 幣の生産 に対す る製肘力が維持 され

る ことを要求す る。 それは資本主義の矛盾に よって生み出された理性であ る
。

IMF体 制におけ る金 ドル 交換は,資 本主義の現実 の 矛盾に よって生み出され

た理性が,迂 回化に迂回化を重ねた極致において際疾 く保たれ てい る姿である
。

しか し共同利害の 自立化 した存在たる国家の手に委ね られた理性は
,経 済的

合理性 のみに よって働 くものではない とい う意味で
,経 済に対 して 自動制御的

ではあ り}な くなる。 事実,資 本主義世界体制を維持する コス トを負担するア

メ リカに,諸 国は政 治的に強制 された金交換の 自粛を も
って協力した。だが資

本主義 の理性を体現 した金が姿を現 さない ことは,そ れが死んだ ことを意味す

る ものではない。 国際通貨危機の頻発に直面 し,理 性は諸国を国際通貨協力へ

と向かわせ,ア メ リカの政策に さえ も石を抱かせる ことを通 じて本領を発揮 し

た。そ してその重みに耐えかねたア メ リカがs貨 幣の もつ経済への製肘力 とい

う資本主義 の理性 を苑殺す る ことに よって一一 その正式表 明が金 ドル交換停止

声明である一一・ 固定相場制は潰}た 。IMFが 現実 とともに立 ってい る とい

うことは以上の こと,す なわち資本主義の現実の矛盾が生み出した理性を体現

しているが故にIMFは 現実を動か しえ,同 時に理性 が矛盾に足場を持 ってい

るが故に・IMFが 現実の矛盾に よって容赦な く翻弄され る ことである
。

あらゆる防御手段 を もって固定相場制の維持 とい う原則の破壊要因 と格闘 し

たIMFに 比 してGATTは ・無差別 ・多角主義 とい う原則の破壊要因に対 して
s

防御手段を もって立ち向か うのではな く,破 壊要因をさっさと自分の外へ と放

り出 し続けてきた。GATTは 困難の解決を他者に委ね,世 界貿易におけ る勢

力圏を 自ら狭め なが ら存続 して きた。IMFと 対照的なGATTの 展=開は
,GA

TTが これほ どの矛盾に も耐え うる柔構造を持 っていることを示す ものでは決

してない。それはそ もそ もGATTが 現実 とともに立 っていない ことを示す も

のである。現実の矛盾が生み出 した過剰貨幣資本の蓄積が
s金 ドル交換 とい う

理性を維持す ることを不可能にす るほ ど重みを増 したが故に,固 定相場制は崩
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れた。 しかし世 界貿易の現実がGATTを 否定 してい るにもかかわ らずGATT

は残 る。それはGATTの 強 さの証 明ではない。GATTが 現実に足場を持 っ

ていない ことの証 しであ る。GATTの 体現してい る理性が架空の ものであ る

ことの証左であ る。

戦後世界経済に最 も包括的な法的枠組を与 えたIMFとGATTと い う二つ

の上部構造の対照的な展開は,両 者は世界経済 の構造 とい う土台を異なる位相

で,す なわち前者は現実的な位相で,後 者は非現実的な位相で捉えてい ること

を物語 っている。IMFは 世界経済を基軸国 ・非基軸国 とい う非対称的な構造

として捉えている。 そして基軸国通貨に 国際通貨の諸機能を担わせ る と同時に,

国際通貨 の活動を制限す る金交換 の義務を基軸 国に負わせている。金交換 の義

務は基軸 国経済に対するr肘 力 となるだけでな く,自 国経済に錘を与}る 固定

相場 の維持 とい う義務を,非 基軸国が果たすための前提条件で もあ る。基軸国

に よる公的金決済は世界経済の発散性を押 さえる対抗錘であ る。IMFは ・ 資

本制経済におけ る労働の特殊 な性格か ら,貨 幣を巡 って創 り出され る媒介構造

の法的表現にほかな らない。 その核心は基軸国の規定 と貨幣 フェテ ィシズ ムの

規定 にあ る。

世 界経済は非対称的な構造を もつ。だがrす べての人が商品所有者 とい う同

等の資格で関係 しあい,等 価物 どうしを交換す る とい う国際商品交換の次元か

ら世 界経済 が捉えられ るな らば,商 品交換の背後にある差異は消失し・世 界経

済の構造におけ る非対称性 も対称性に置 き換 えられ る。 この麗 き換えを比較生

産費説はなした。そして比較生産 費説に法の衣を着せたのがGATTで ある。

この ようなGATTが 同質性 と対称性の下でしか有効に機能 しえない ことは・

言 うまで もない。 だが現実の世界経済は非対称性 の構造を もつ。 それ故に・そ

こで生 じる種 々の問題に,対 称性 の諸前提 で組み立てられたGATTは 有効な

対処をなしえない のである。GATTの 骨格を概観 した際GATTの 不名馨な

面 として挙げたい くつ かのことのほかに,次 の よ うなこともある。 ダソ ピン グ

防止税 と相殺関税は,GATT第6条 で認め られた,不 公正な競争),YYL.対す る対

抗 手段である。だが実態は異なる。多数の取引についての詳細を把握し うる官
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僚組織 を もった大国ほど,ダ ン ピング防止税 と相殺関税 の賦課を行 うことが容

易 とな り・それ らはむしろ貿易を よ りpower-orientedに す る要因 となってい る。

反対 に高い国際競争力を もつが十分な国内市場を もたない小国ほ ど,海 外市場

へ依存す る度合は大 きく,ダ ン ピング防止税 と相殺関税の網にかか りやすい。

「強 きを助け弱 きを挫 く」 この よ うな現実に対 して,GATTは 有効なカ ゥン タ

ーバラソスを提供しえない
。それはGATTが 非現実的だか らである。

「GATTは 非現実的である」,rGATTは 現実 とともに立 っていない」 と私

は何度 も強調 してきた。 私が こ う言 うのは,GATTの 原則につい てであ る。

戦後の関税 引き下げ交渉は,関 税が主要な貿易制限手段 とはな らな くなるほ ど

著しい成 功を収 め,貿 易主導型成長 の実現に貢献 して きた。そ してGATTは

関税交渉 の場を提供 した。 この事実を否定す ることはで きない。 しか しGATT

が提供したのは交渉 の場 なのである。交渉の原則あ るいは問題解決 の原則を,

GATTは 決 して提供しなかった。GATTが 交 渉の場を提供しただけで
,原 則

を提供 しなか ったが故Yそ こでは原 則によってでは な く,押 しつけ合いの中

で問題の解決が図られ る。交渉参加者は誰 も戦略的,便 宜主義的 となる。彼 ら

は皆・綱渡 りの芸人的役割を演 じね ば ならない。GATTと い う入れ物 の中で

は,不 確実性 がIlfsれ,政治的要素がぶつか り合 ってい る。 これが現実であ る。

現実を 自分の方に向け させ ることので きないGATTの 自由貿易論は,い わば

片思いの 自由貿易論である。

IMFは,基 軸国 ・非基軸国 とい う世 界経済 の非対称性の構造を,貨 幣=金

を介して対称性 の構造に還元する ことに よってsこ れを制御 可能な ものにして

いる。GATTは 諸 国の関係を,ナ マのままで対称的な もの とみている
。 対称

性 の世界を統御す るにはsO般 的等価形態 とい う特殊な地位にある金 とい う存

在は必要ではない。GATTの 非現実性 の根元は ここに ある。 す なわち基軸 国

の規定 の欠落 貨幣 フェテ ィシズ ムの欠如,こ れがGATTに おける二つ の大

いなる欠文 である。 この二つの欠文を抱えたGATTの 肉体は不感庄であ る
f

と言 って悪ければr現 実に よって生命を吹き込 まれていない。現実に よって生

命を吹 き込 まれた肉体を備 えた法体系 であ ってこそ1現 実 と格闘し うる。IMF
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がそ うであ った ように。GATTの 肉体 には現実の生気が息づい ていない。 そ

れ故に現実に立ち向かいえない。 またそれ故に,現 実 と無関係に存続 し うるの

であ る。

世界貿易を律す る最高のルー・ルの内実がこ うである)'YL-一もかかわ らず,戦 後 一・

貫して貿易の 「自由化」は推し進 められ,世 界経済の統一性 は維持されてい る。

戦後期固有の この成果をGATTは 刈 り取 った。だ が そ の種子を播いたのは

GATT原 則 で は な い。そ もそ もGATTと い う船 は航海 に欠 くことのできな

い底荷を積んでいない。それ故に世界貿易の大海へ と漕ぎ出す ことがで きない

のである。戦後は植民地体制の解体 とい う大 きな重荷を,資 本主義に負わせた。

この負の遺産は,存 続す るためには内包的発展 を実現す ることを,至 上命令 と

して資本主義に課 した。 このpostcolonialageと い う歴史的環境が,資 本主義

になすべ きことをな さしめたのであ る。

GATTは,い わば,非 対称性 の世界を対称性の容器に収め ようとしてい る。

対称性の世界には,現 実世界 の非対称性を補 う,IMFに おけ る貨幣=金 の如

き特殊な存在は存在 し ない。そ の代 わ りに用意 されたのが協議 とい う人的依

存関係であ る。だが貨幣=金 に よって織 られ た物象的依存関係 のstraightjacket

を脱 ぎ捨 てるならば,対 称性 の容器に収 まらない非対称的な関係は,協 議にお

け る政治的交渉力 となって噴出す る。問題 の解決において政治的交渉力が大 き

な地位を 占めるよ うになると,基 本的原則に一致しているか否かではな く,関

係国に よって交渉の結果が受け入れ られるか どうかが,あ らゆ る行動の合法性

の究極的な判定基準 とな る。原則か ら逸脱 した行為 であ って もs損 害を受けた

国に十分な補償が与}ら れ るならぽ,そ の行為は受け入れ られ るのである。交

渉において,補 償以上に強力な武器 となるのが報復 である。 この切札が交渉で

用いられ る と,ル ールや協定を守 ることを強制 し うる力は,損 害を受けた と主
ゆ

張す る国の報復力に よって決定 され る ようになる。 報復力の最大の物質的基盤

は国内市場 である。現在 のアメ リカの国際通商に対す る姿勢は,広 大 な国内市

場を武器に,保 護主義的措置を垣間見せなが ら,交 渉を有利に導 こ うとしてい

るものだ と言え るだろ う。 この よ うな協議 のシステムは,小 国に大 きい負担を
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負わせ るものであ ることは言 うまで もない。

GATT成 功哩 蹴 そ の翻 の勤 性にある
,と は よく言わ れ ることであ

る・ だが・ このよ う齪 え方は甘いsと 私}堀 う.GATTと い う鏡縮 倒 さ

せ て映 し取 った世界経済 の構造に まで眼を向けないが故に
,こんな甘いGATT

評が 出て来 るのである・GATTは ,物 象的依存関係に 拠 らね鰍 ぺ ることの

できない非対称性 の儲 を もつ世界繍 を
,対 離 の諸醍 の下 で統べ ろ うと

す る・対称性の世界では櫨 的依棚 係に代わ って,人 鰍 欄 係破 配す る。

対称性 としての世界経済把握す なわち基軸国の規定の欠如 と貨幣 フ
ェテ ィシズ

ムの敷 は表鼻 体であ る・GATTの 成功 とをま,対 称性を/tomと し
,人 鰍

存関係を縦糸 として織 られたその原則 の非現難 のことである
.運 用明 至力性

とは・協議 において源 則 とルーノレが,対 称性の器には収 まらない夢ド対称性の

発現たる政治的交渉力に よっ;a弄 され源 則に基づ く解決 よ りも政治的賜

が優先 され ることであ る。
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るこ とをせず,「 特恵の限 度」は拡大す るこ とに な つた。英連邦諸 国 との特別 な紐 帯が

特恵 税率 の引 き上げを 困難に した のであ る。 当該財を イギ リスへ輸 出してい る ヨー ロ

ッパ諸国は,「 特恵 の限度」の拡 大を相殺す る,他 の品 目に対す る補 償 的関税 引 き下げ

を要求 した 。これに対 して イギ リスは,「 貿 易の実 質的転換」とい う基準 を持ち出し て

諸国に応 えた 。す なわ ち,イ ギ リスは当該財 を帝国 内諸 国か ら輸入 していないので ・
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の この措置は,帝 国外諸 国か らの輸 入を減少 さぜ,国 内生産 を増 大 させ る。 しか し こ

れはGATTに 抵 触 しない 。 とい うのは,i当 該財 に対す る税率 は譲許税率 ではな く

(unbounded),譲 許税率でない限 り,締 約 国はそれ につい ては絶対 的な裁量 を もつか

らで あ る。イギ リスが 帝 国内諸 国に特恵税率 を与}て い るために,「 特恵の限度」が生

まれ るので あ り,そ れが 拡大す る とい う理 由で,譲 許税率でないに もかかわ らず,最

恵国税率を 引 き上げ る権利 を制限す るのは,イ ギ リスに 対す る差別 にな るので あ る。

結 局sイ ギ リスの主張は認 め られ,貿 易の実質的転換 が 生 じ な い とい う条件を付し
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